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別添 
○ 第二種適格電気通信事業者指定申請書類一式

（NTT東日本株式会社、NTT西日本株式会社）



諮 問第 3212 号 

令和８年３月 26日 

情報通信行政・郵政行政審議会 

会長 相田 仁 殿 

総務大臣 林 芳正 

諮 問 書 

NTT 東日本株式会社及び NTT 西日本株式会社から令和８年２月 27 日付

けで電気通信事業法（昭和 59年法律第 86号。以下「法」という。）第 110

条の３第１項の規定による第二種適格電気通信事業者の指定について申

請があった。 

これらの申請について審査した結果、電気通信事業法関係審査基準（平

成 13 年総務省訓令第 75 号）第 25 条に適合していると認められるため、

これらの申請者を第二種適格電気通信事業者として指定することとした

い。 

このことについて、法第 169条第１号の規定により諮問する。 

（公印・契印省略） 
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（案） 

令和８年※月※日 

総 務 大 臣 

林  芳 正 殿 

情報通信行政・郵政行政審議会 

会 長 相 田  仁 

答 申 書 

令和８年３月 26 日付け諮問第 3212 号をもって諮問された事案に

ついて、審議の結果、下記のとおり答申する。 

記 

本件、電気通信事業法（昭和 59 年法律第 86 号）第 110 条の３第

１項の規定による第二種適格電気通信事業者の指定については、諮

問のとおり指定することが適当と認められる。 

以 上 
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申請概要

１ 申請者 

（１）NTT東日本株式会社（代表取締役社長 澁谷直樹） 

（以下「NTT東日本」という。） 

（２）NTT西日本株式会社（代表取締役社長 北村亮太） 

（以下「NTT西日本」という。） 

２ 申請年月日 

１（１）及び（２）とも、令和８年２月 27日（金） 

３ 申請の概要 

NTT東日本及び NTT西日本が、電気通信事業法（昭和 59年法律第 86号。

以下「法」という。）第 110条の３第１項の規定による第二種適格電気通信

事業者の指定を受けようとするもの。 

４ 指定の基準 

法第 110条の３第１項において第二種適格電気通信事業者の指定の基準

とされている事項については、それぞれ次のとおり。 

（１） 第二号基礎的電気通信役務の提供の業務に関する収支の状況につ

いて、「第二号基礎的電気通信役務収支表」を公表すること。

▶ NTT東日本及び NTT西日本は、令和８年３月現在、それぞれ、最新の

情報として、令和６年度分の第二号基礎的電気通信役務収支表を公表

している。

申請者 公表 URL 

NTT東日本 https://www.ntt-east.co.jp/univs/ 

NTT西日本 https://www.ntt-west.co.jp/info/support/univ/ 

（参考：収支状況の概要） 

❶ NTT東日本 （百万円）

営業収益 
営業費用 

営業利益 うち設備管 
理部門費用 

うち設備利 
用部門費用 

FTTH 516,809 359,918 239,514 120,404 156,891 

CATV - - - - - 

専用型ワイヤレス 

固定ブロードバンド
- - - - - 

合 計 516,809 359,918 239,514 120,404 156,891 

別紙１ 
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❷ NTT西日本 （百万円） 

営業収益 
営業費用 

営業利益 うち設備管 
理部門費用 

うち設備利 
用部門費用 

FTTH 383,797 309,069 197,306 111,763 74,727 

CATV - - - - - 

専用型ワイヤレス 

固定ブロードバンド
- - - - - 

合 計 383,797 309,069 197,306 111,763 74,727 

（２） 申請に係る第二号基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲に含

まれる特別支援区域について特別支援区域整備・役務提供計画書を

作成し、公表していること。

▶ NTT東日本及び NTT西日本は、申請に係る第二号基礎的電気通信役務

の業務区域の範囲に含まれる特別支援区域について、それぞれ特別支

援区域整備・役務提供計画書を作成し公表している。

申請者 計画書作成区域数 公表 URL 

NTT東日本 91区域 https://www.ntt-east.co.jp/univs/ 

NTT西日本 50区域 https://www.ntt-west.co.jp/info/support/univ/ 

（３） 申請に係る第二号基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲に次

のア及びイの条件を満たす一以上の支援区域の全部を含むこと。

ア 当該支援区域が他の第二種適格電気通信事業者の担当支援区域

に指定されていないこと。

イ 当該支援区域において申請に係る第二号基礎的電気通信役務を

提供するために設置する電気通信回線設備の規模が総務省令で定

める規模を超えていること。

▶ NTT東日本及び NTT西日本の申請に係る第二号基礎的電気通信役務の

業務区域の範囲に、上述ア及びイの条件を満たし、よって第二種適格

電気通信事業者として指定した場合に担当支援区域として指定する

ことが可能な支援区域が含まれている※。
※ 上記ア及びイの条件を満たし、よって第二種適格電気通信事業者として指定した場合に各申

請者の担当支援区域として指定することが可能な区域の一覧は、参考資料を参照（参考資料

は本件諮問の対象外）

【参考資料】第二種適格電気通信事業者の担当支援区域（特別支援区域）一覧（案）
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審 査 結 果 

電気通信事業法（昭和 59年法律第 86号。以下「法」という。）第 110条の３第１項の規定による第二

種適格電気通信事業者の指定についての申請に係る審査 

電気通信事業法関係審査基準（平成 13 年総務省訓令第 75号。以下「審査基準」という。）第 25条の

規定に基づき審査を行った結果、次のとおりと認められる。なお、電気通信事業法施行規則（昭和 60年

郵政省令第 25号）を以下「施行規則」という。 

審 査 事 項 
審査

結果 
理  由 

１ 法第 110 条の３第１項第１号の

規定※による公表が行われている

こと。（審査基準第 25条(1)） 

※ 公表すべき具体的な事項は施行規

則第 40条の４の６第１項に、公

表の時期や方法は同条第２項に規

定。

適 各申請者は、施行規則第 40条の４の６第１項の規定

に基づき、申請に係る第二号基礎的電気通信役務の提

供の業務に関する収支の状況及び特別支援区域整備・

役務提供計画書を、同条第２項の規定に基づき、インタ

ーネットを利用することにより公表していることか

ら、いずれの申請者も、この審査事項に適合していると

認められる。 

２ 施行規則第 40条の４の５第１項

の申請書及び同項各号に掲げる書

類に記載された事項が適正かつ明

確であること。（審査基準第 25条

(2)） 

適  各申請者の申請書及びこれに添えられ提出された施

行規則第 40条の４の５第１項各号に掲げる書類につい

ては、不足なく、かつ、記載された事項も適正かつ明確

であることから、いずれの申請者も、この審査事項に適

合していると認められる。 

３ 法第 110条の３第１項第２号に

掲げる基準※に適合していること。

（審査基準第 25条(3)） 

※ 申請に係る第二号基礎的電気通信

役務に係る業務区域の範囲が、次

のいずれにも該当する一以上の支

援区域の全部を含むこと。

・他の第二種適格電気通信事業

者の担当支援区域に指定され

ていないこと。

・申請に係る第二号基礎的電気通

信役務を提供するために設置す

る電気通信回線設備の規模が施

行規則第 40条の６の２第１項

で定める規模を超えているこ

と。

適 各申請者の申請に係る第二号基礎的電気通信役務に

係る業務区域の範囲には、 

・ 他の第二種適格電気通信事業者の担当支援区域に指

定されておらず、かつ、

・ 申請に係る第二号基礎的電気通信役務を提供するた

めに設置する電気通信回線設備の規模が施行規則第

40条の６の２第１項で定める規模を超えている

１以上の支援区域の全部が含まれていることから、い

ずれの申請者も、この審査事項に適合していると認め

られる。 

別紙２ 
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令和８年３月26日時点

第二種適格電気通信事業者の
担当支援区域（特別支援区域）一覧

　本資料は、令和８年２月に電気通信事業法第110条の３第１項
の規定による第二種適格電気通信事業者の指定の申請があっ
た次の申請者について、情報通信行政・郵政行政審議会より指
定することが適当であるとの答申を受けた場合に、総務大臣が当
該規定により第二種適格電気通信事業者として指定することと併
せて、同条第２項の規定により各申請者に対して担当支援区域と
して指定することを検討している特別支援区域を一覧化したもの
である。

（１）ＮＴＴ東日本株式会社（以下「NTT東日本」という。）
（２）ＮＴＴ西日本株式会社（以下「NTT西日本」という。）

参考資料１
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（１）ＮＴＴ東日本

担当支援区域（特別支援区域） 令和８年３月26日時点

KEYCODE 都道府県名 市区町村名 大字・町名 字・丁目名

014560010 北海道 愛別町 字金富

014560020 北海道 愛別町 字厚生

014560030 北海道 愛別町 字伏古

014560040 北海道 愛別町 字協和

01456009004 北海道 愛別町 字愛別 五区

01456009005 北海道 愛別町 字愛別 六区

014560110 北海道 愛別町 字豊里

014580140 北海道 東川町 七南区

014580150 北海道 東川町 七北区

01458016001 北海道 東川町 一〇区 南

014580170 北海道 東川町 一二区

014580190 北海道 東川町 一区

014580260 北海道 東川町 五南区

014580270 北海道 東川町 五北区

014580410 北海道 東川町 三一区

014580550 北海道 東川町 一八区

014580560 北海道 東川町 二一区

014580570 北海道 東川町 二五区

014580580 北海道 東川町 二六区

014580610 北海道 東川町 二九区

103830010 群馬県 南牧村 大字砥沢

103830030 群馬県 南牧村 大字羽沢

103830060 群馬県 南牧村 大字六車

103830100 群馬県 南牧村 大字千原

103830120 群馬県 南牧村 大字檜沢

20201232003 長野県 長野市 信州新町越道

20201233001 長野県 長野市 信州新町山上条

20201234002 長野県 長野市 信州新町山穂刈

20201234003 長野県 長野市 信州新町山穂刈

20201238002 長野県 長野市 中条御山里

20205009004 長野県 飯田市 上久堅 大鹿

20205009007 長野県 飯田市 上久堅 堂平

20205009008 長野県 飯田市 上久堅 越久保

20205009011 長野県 飯田市 上久堅 落倉

20205009012 長野県 飯田市 上久堅 平栗

20205009013 長野県 飯田市 上久堅 蛇沼

20205010001 長野県 飯田市 千代 田力

20205010004 長野県 飯田市 千代 野池

20205010006 長野県 飯田市 千代 法全寺

20205010007 長野県 飯田市 千代 山中

20205010009 長野県 飯田市 千代 米峰

20205010010 長野県 飯田市 千代 毛呂窪

20205010011 長野県 飯田市 千代 八ノ倉

20205011004 長野県 飯田市 龍江

20205513001 長野県 飯田市 上村 上町

20205513002 長野県 飯田市 上村 中郷

20205513003 長野県 飯田市 上村 程野

20205513004 長野県 飯田市 上村 下栗

20205514002 長野県 飯田市 南信濃 八重河内

20205514003 長野県 飯田市 南信濃 南和田
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（１）ＮＴＴ東日本

担当支援区域（特別支援区域） 令和８年３月26日時点

KEYCODE 都道府県名 市区町村名 大字・町名 字・丁目名

20205514004 長野県 飯田市 南信濃 木沢

202090230 長野県 伊那市 黒河内

202090240 長野県 伊那市 中尾

202090250 長野県 伊那市 市野瀬

202090260 長野県 伊那市 杉島

202090270 長野県 伊那市 浦

20305003002 長野県 南牧村 大字広瀬 川平

203050040 長野県 南牧村 大字板橋

203050050 長野県 南牧村 大字平沢

203500030 長野県 長和町 大門

20350004008 長野県 長和町 和田 久保

20350004009 長野県 長和町 和田 野々入

20350004014 長野県 長和町 和田 大出

20350004015 長野県 長和町 和田 唐沢

20350004016 長野県 長和町 和田 男女倉

204220030 長野県 上松町 大字荻原

20423001001 長野県 南木曽町 大字読書 北部

20423001002 長野県 南木曽町 大字読書 与川

20423003003 長野県 南木曽町 大字吾妻 広瀬

204250030 長野県 木祖村 大字菅

20429001003 長野県 王滝村 九蔵

20429001006 長野県 王滝村 東

20429001007 長野県 王滝村 二子持

20429001008 長野県 王滝村 鞍馬

20429001011 長野県 王滝村 野口

20429001014 長野県 王滝村 滝越

204300020 長野県 大桑村 大字殿

20432002024 長野県 木曽町 新開

20432002027 長野県 木曽町 新開

20432002028 長野県 木曽町 新開

20432002031 長野県 木曽町 新開

20432002032 長野県 木曽町 新開

20432002033 長野県 木曽町 新開

20432002034 長野県 木曽町 新開

20432002035 長野県 木曽町 新開

204320040 長野県 木曽町 開田高原西野

204320050 長野県 木曽町 開田高原末川

204320060 長野県 木曽町 三岳

206020010 長野県 栄村 大字豊栄

20602003001 長野県 栄村 大字堺 西部

20602003002 長野県 栄村 大字堺 東部

　（注）なお、区域の行政区画に変更があったとしても、第二種適格電気通信事業者の担当支援区域

（特別支援区域）については従前の例による。
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（２）ＮＴＴ西日本

担当支援区域（特別支援区域） 令和８年３月26日時点

KEYCODE 都道府県名 市区町村名 大字・町名 字・丁目名

172020740 石川県 七尾市 沢野町

172020800 石川県 七尾市 赤浦町

172020820 石川県 七尾市 直津町

172021090 石川県 七尾市 岡町

172021140 石川県 七尾市 青山町

172021340 石川県 七尾市 吉田町

172032110 石川県 小松市 嵐町

172032140 石川県 小松市 上麦口町

172032180 石川県 小松市 中ノ峠町

172032210 石川県 小松市 麦口町

172032340 石川県 小松市 花坂町

172032750 石川県 小松市 小山田町

172032800 石川県 小松市 西荒谷町

172032830 石川県 小松市 日用町

172032850 石川県 小松市 滝ケ原町

172032870 石川県 小松市 菩提町

17463001002 石川県 能登町 字宇出津 平体

17463001003 石川県 能登町 字宇出津 大平

174630160 石川県 能登町 字曽又

17463017001 石川県 能登町 字藤ノ瀬 下藤ノ瀬

17463017002 石川県 能登町 字藤ノ瀬 上藤ノ瀬

174630180 石川県 能登町 字鶴町

174630190 石川県 能登町 字宇加塚

174630610 石川県 能登町 字国重

21219026002 岐阜県 郡上市 安久田

212190570 岐阜県 郡上市 越佐

28205006000 兵庫県 洲本市 宇山

28205007000 兵庫県 洲本市 炬口

28205011005 兵庫県 洲本市 千草 戊

282050180 兵庫県 洲本市 奥畑

322090060 島根県 雲南市 木次町西日登

322090170 島根県 雲南市 大東町清田

322090250 島根県 雲南市 大東町幡屋

322090410 島根県 雲南市 大東町北村

322090430 島根県 雲南市 大東町南村

322090500 島根県 雲南市 加茂町近松

322090550 島根県 雲南市 加茂町三代

322090600 島根県 雲南市 加茂町岩倉

322090620 島根県 雲南市 加茂町砂子原

322090670 島根県 雲南市 三刀屋町伊萱

322090710 島根県 雲南市 三刀屋町多久和

322090790 島根県 雲南市 三刀屋町中野

325010270 島根県 津和野町 部栄

325010290 島根県 津和野町 田二穂

325010300 島根県 津和野町 高峯

383560050 愛媛県 上島町 弓削大谷

383560060 愛媛県 上島町 弓削狩尾

383560110 愛媛県 上島町 弓削日比

383560150 愛媛県 上島町 弓削藤谷

442100170 大分県 杵築市 大字船部

　（注）なお、区域の行政区画に変更があったとしても、第二種適格電気通信事業者の担当支援区域

（特別支援区域）については従前の例による。
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様式第 38の２の２(第 40条の４の５の関係) 

第二種適格電気通信事業者指定申請書 

東経営第 000200000779号 

2026年 2月 27日 

総務大臣 殿 

郵便番号  163-8019 

住所 東京都新宿区西新宿
とうきょうとしんじゅくくにししんじゅく

3-19-2

名称及び代表者の氏名 

N T T 東日本株式会社
えぬてぃてぃひがしにほんかぶしきがいしゃ

 

代表取締役社長 澁谷
しぶたに

 直樹
なおき

 

登録年月日及び登録番号 

平成 16年４月１日 第 233号 

連 絡 先 03-5359-4552

経営企画部 営業企画部門 

電気通信事業法第 110 条の３第１項の規定により、第二種適格電気通信事業者の指定を

受けたいので、次のとおり申請します。 

１ 提供する第二号基礎的電気通信役務の種別 

第 14条の３第１項第１号に掲げる役務 

２ 業務区域 ※1 

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、

埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県及び長野県 

※1 業務区域における都道府県の区域は日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第

三項第一号の区域を定める省令、別表第一に基づくものとする。 

別添 １
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※一部委員限り

長方形

長方形

長方形



様式第38の2の3　（第40条の4の5第1項第2号、第40条の5の2第1項第2号関係）

事業者名　NTT東日本株式会社

（単位　円）
第1表　第14条の3第1項第1号、第2号及び第3号に掲げるもの

うち設備管理部門費用 うち設備利用部門費用

１　第14条の3第1項第1号に掲げるもの 516,808,929,572 359,918,392,072 239,514,402,664 120,403,989,408 156,890,537,500 -

２　第14条の3第1項第2号に掲げるもの - - - - - -

３　第14条の3第1項第3号に掲げるもの - - - - - -

合　 　計 516,808,929,572 359,918,392,072 239,514,402,664 120,403,989,408 156,890,537,500 -

注1　設備管理部門とは、第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備及びその管理運営（開発、計画、設置、運用、保守、撤去及びその他の活動並びにこれらに付随する活動をいう。この様式において同じ。）に
     必要な資産及び費用並びに当該電気通信設備との接続及び当該電気通信設備の提供に関連する収益を整理するために設定される会計単位をいう。

  2　設備利用部門とは、第二号基礎的電気通信役務の販売その他の電気通信事業に属する活動（第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備及びその管理運営を除く。）に
     必要な資産及び費用並びに当該活動に関連する収益を整理するために設定される会計単位をいう。

  3　第二号基礎的電気通信役務と第二号基礎的電気通信役務以外の電気通信役務とに関連する費用については、第40条の5の3第2項各号の表に掲げる基準によるほか、適正な基準によりそれぞれの役務に配賦しなければならない。
     当該基準によつて配賦することが著しく困難なときは、その全部を主たる関連を有する役務に整理することができる。

  4　２以上の細目の電気通信役務に関連する費用については、第40条の5の3第2項各号の表に掲げる基準によるほか、適正な基準によりそれぞれの役務に配賦しなければならない。
  当該基準によつて配賦することが著しく困難なときは、その全部を主たる関連を有する役務に整理することができる。

第2表　第二種適格電気通信事業者の全ての担当支援区域における第二号基礎的電気通信役務の提供に要すると見込まれる費用の額等

１　第14条の3第1項第1号に掲げるもの 21,582,207,100 12,206,106,912 9,376,100,188

２　第14条の3第1項第2号に掲げるもの - - -

３　第14条の3第1項第3号に掲げるもの - - -

合　 　計 21,582,207,100 12,206,106,912 9,376,100,188

注1　電気通信事業者が法第110条の３第１項の規定による指定を受けようとする場合には、この表は不要とする。
  2　(1)の欄は、第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則（令和7年総務省令第16号）第5条第1項第2号ロに掲げる特別支援区域を同号イに掲げる特別支援区域とみなし、
     同令第9条第3項括弧書の規定を適用しないで同令第6条の規定に基づき算定した同条に掲げる原価の合計額を記載すること。

  3　(2)の欄は、第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第5条第1項第2号ロに掲げる特別支援区域を同号イに掲げる特別支援区域とみなし、
  同令第9条第3項括弧書の規定を適用しないで同令第6条の規定に基づき算定した、第40条の8の4第2号の規定に基づき総務大臣が告示する額に12を乗じた値に同令第6条各号に掲げる値を乗じて得た額を記載すること。

第二号基礎的電気通信役務収支表に関する注記
（注）1．第二号基礎的電気通信役務収支表の作成基準

  本第二号基礎的電気通信役務収支表は、電気通信事業会計規則（昭和60年郵政省令第26号）、及び第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則（令和7年 総務省令第 16号）に基づき、
　  電気通信事業法施行規則（昭和60年郵政省令第25号）第40条の5の2の定めにより総務大臣に提出するために作成しております。

　2．電気通信役務に関連する収益及び費用の配賦基準
  電気通信役務に関連する収益及び費用の配賦基準については、電気通信事業会計規則（昭和60年郵政省令第26号）、及び電気通信事業法施行規則（昭和60年郵政省令第25号）第40条の5の2第1項第4号の定めにより総務大臣に
  提出する基準に準拠して、それぞれの役務に配賦しております。

役務の細目

⑴ 全ての担当支援区域に
おける第二号基礎的電気通
信役務の提供に要すると見

込まれる費用の額

⑶ ⑴から⑵を減じた額

⑵ 全ての担当支援区域に
おける第二号基礎的電気通
信役務の提供により生ずると

見込まれる収益の額

第二号基礎的電気通信役務収支表

２０２４年４月　１日から
２０２５年３月３１日まで

役務の細目 営業収益

営業費用

営業利益 摘要
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様式第 38の２の２(第 40条の４の５の関係) 

第二種適格電気通信事業者指定申請書 

企営第 155500000865号 

2026年 2月 27日 

総務大臣 殿 

郵便番号  534-0032

住所  大阪府大阪市都島区東野田町
おおさかふおおさかしみやこじまくひがしのだまち

4-15-82

名称及び代表者の氏名 

NTT 西日本株式会社
えぬてぃてぃにしにほんかぶしきがいしゃ

 

代表取締役社長 北村
きたむら

 亮太
りょうた

 

登録年月日及び登録番号 

平成 16年 4月 1日 第 234号 

連 絡 先    03-5359-3890 

経営企画部 営業企画部門 

電気通信事業法第 110 条の３第１項の規定により、第二種適格電気通信事業者の指定を受け

たいので、次のとおり申請します。 

１ 提供する第二号基礎的電気通信役務の種別 

第 14条の３第１項第１号に掲げる役務 

２ 業務区域 ※1 

富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、

奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知

県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び 

沖縄県 

※1 業務区域における都道府県の区域は日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第三

項第一号の区域を定める省令、別表第二に基づくものとする。 

別添　２
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※一部委員限り

長方形

長方形

長方形



様式第38の２の３　（第40条の４の５第１項第２号、第40条の５の２第１項第２号関係）

事業者名　ＮＴＴ西日本株式会社

（単位　円）
第1表　第14条の３第１項第１号、第２号及び第３号に掲げるもの

うち設備管理部門費用 うち設備利用部門費用

１　第14条の３第１項第１号に掲げるもの 383,796,765,478 309,069,422,031 197,306,301,607 111,763,120,424 74,727,343,447 -

２　第14条の３第１項第２号に掲げるもの - - - - - -

３　第14条の３第１項第３号に掲げるもの - - - - - -

合　 　計 383,796,765,478 309,069,422,031 197,306,301,607 111,763,120,424 74,727,343,447 -

注1　設備管理部門とは、第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備及びその管理運営（開発、計画、設置、運用、保守、撤去及びその他の活動並びにこれらに付随する活動をいう。この様式において同じ。）に
     必要な資産及び費用並びに当該電気通信設備との接続及び当該電気通信設備の提供に関連する収益を整理するために設定される会計単位をいう。

  2　設備利用部門とは、第二号基礎的電気通信役務の販売その他の電気通信事業に属する活動（第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備及びその管理運営を除く。）に
     必要な資産及び費用並びに当該活動に関連する収益を整理するために設定される会計単位をいう。

  3　第二号基礎的電気通信役務と第二号基礎的電気通信役務以外の電気通信役務とに関連する費用については、第40条の5の3第2項各号の表に掲げる基準によるほか、適正な基準によりそれぞれの役務に配賦しなければならない。
     当該基準によつて配賦することが著しく困難なときは、その全部を主たる関連を有する役務に整理することができる。

  4　２以上の細目の電気通信役務に関連する費用については、第40条の5の3第2項各号の表に掲げる基準によるほか、適正な基準によりそれぞれの役務に配賦しなければならない。
  当該基準によつて配賦することが著しく困難なときは、その全部を主たる関連を有する役務に整理することができる。

第2表　第二種適格電気通信事業者の全ての担当支援区域における第二号基礎的電気通信役務の提供に要すると見込まれる費用の額等

１　第14条の3第1項第1号に掲げるもの 13,601,326,493 6,959,371,488 6,641,955,005

２　第14条の3第1項第2号に掲げるもの - - -

３　第14条の3第1項第3号に掲げるもの - - -

合　 　計 13,601,326,493 6,959,371,488 6,641,955,005

注1　電気通信事業者が法第110条の３第１項の規定による指定を受けようとする場合には、この表は不要とする。
  2　(1)の欄は、第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則（令和7年総務省令第16号）第5条第1項第2号ロに掲げる特別支援区域を同号イに掲げる特別支援区域とみなし、
     同令第9条第3項括弧書の規定を適用しないで同令第6条の規定に基づき算定した同条に掲げる原価の合計額を記載すること。

  3　(2)の欄は、第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第5条第1項第2号ロに掲げる特別支援区域を同号イに掲げる特別支援区域とみなし、
  同令第9条第3項括弧書の規定を適用しないで同令第6条の規定に基づき算定した、第40条の8の4第2号の規定に基づき総務大臣が告示する額に12を乗じた値に同令第6条各号に掲げる値を乗じて得た額を記載すること。

第二号基礎的電気通信役務収支表に関する注記
（注）1．第二号基礎的電気通信役務収支表の作成基準

  本第二号基礎的電気通信役務収支表は、電気通信事業会計規則（昭和60年郵政省令第26号）、及び第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則（令和7年 総務省令第 16号）に基づき、
　  電気通信事業法施行規則（昭和60年郵政省令第25号）第40条の5の2の定めにより総務大臣に提出するために作成しております。

　2．電気通信役務に関連する収益及び費用の配賦基準
  電気通信役務に関連する収益及び費用の配賦基準については、電気通信事業会計規則（昭和60年郵政省令第26号）、及び電気通信事業法施行規則（昭和60年郵政省令第25号）第40条の5の2第1項第4号の定めにより総務大臣に
  提出する基準に準拠して、それぞれの役務に配賦しております。

役務の細目

⑴ 全ての担当支援区域にお
ける第二号基礎的電気通信
役務の提供に要すると見込ま

れる費用の額

⑵ 全ての担当支援区域にお
ける第二号基礎的電気通信
役務の提供により生ずると見

込まれる収益の額

⑶ ⑴から⑵を減じた額

第二号基礎的電気通信役務収支表

２０２４年４月　１日から
２０２５年３月３１日まで

役務の細目 営業収益

営業費用

営業利益 摘要
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貸   借   対   照   表
事業者名　ＮＴＴ東日本株式会社


 2025年3月31日 
(単位　百万円)


Ⅰ


Ａ 電気通信事業固定資産


(1) 有形固定資産


1 2,323,911


1,951,311 372,600


2 21,325


17,736 3,589


3 194,104


179,896 14,208


4 4,727,160


3,686,949 1,040,211


5 68,603


64,935 3,668


6 3,299,652


2,781,682 517,970


7 8,285


7,919 366


8 1,498,997


1,159,040 339,957


9 88,909


68,192 20,717


10 13,400


11,839 1,562


11 2,182


2,040 142


12 169,888


130,324 39,565


13 184,436


14 57,413


9,804 47,609


15 22,897


2,609,496


(2) 無形固定資産


1 17,231


2 53,739


3 3,119


4 2,642


5 23


76,755


2,686,250


Ｂ 投資その他の資産　


1 10,424


2 50,468


3 6,491


4 35,575


5 102,123


6 13,039


370


217,750


2,904,000


Ⅱ　


1 1,625


2 10


3 261,497


4 3,380


5 102,725


6 10,745


7 59,882


8 79,520


9 10,943


10 13,949


82


544,196


3,448,196


貸 倒 引 当 金 （ 貸 方 ）


資 産 合 計


流 動 資 産 合 計


繰 延 税 金 資 産


その他の投資及びその他の資産


未 収 入 金


貸 倒 引 当 金（貸方）


投 資 そ の 他 の 資 産 合 計


固 定 資 産 合 計


流 動 資 産


前 払 年 金 費 用


そ の 他 の 流 動 資 産


前 渡 金


売 掛 金


リ ー ス 投 資 資 産


貯 蔵 品


前 払 費 用


現 金 及 び 預 金


契 約 資 産


受 取 手 形


建 設 仮 勘 定


構 築 物


機 械 及 び 装 置


リ ー ス 資 産


減 価 償 却 累 計 額


借 地 権


土 地


施 設 利 用 権


長 期 前 払 費 用


有 形 固 定 資 産 合 計


ソ フ ト ウ ェ ア


リ ー ス 資 産


そ の 他 の 無 形 固 定 資 産


無 形 固 定 資 産 合 計


電 気 通 信 事 業 固 定 資 産 合 計


関 係 会 社 株 式


投 資 有 価 証 券


資 産 の 部


工 具 、 器 具 及 び 備 品


減 価 償 却 累 計 額


市 内 線 路 設 備


減 価 償 却 累 計 額


市 外 線 路 設 備


減 価 償 却 累 計 額


端 末 設 備


減 価 償 却 累 計 額


土 木 設 備


車 両 及 び 船 舶


減 価 償 却 累 計 額


減 価 償 却 累 計 額


減 価 償 却 累 計 額


建 物


減 価 償 却 累 計 額


海 底 線 設 備


減 価 償 却 累 計 額


固 定 資 産


機 械 設 備


減 価 償 却 累 計 額


空 中 線 設 備


減 価 償 却 累 計 額


減 価 償 却 累 計 額
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Ⅰ
1 8,621
2 198,000
3 45,924
4 244,151
5 612
6 326
7 5,407
8 37,098


540,139


Ⅱ　
1 4,371
2 64,109
3 163,529
4 8,157
5 105,731
6 17,175
7 11,584
8 140,003
9 2,364
10 235,786
11 126
12 1,590
13 2
14 776
15 2,357


757,660
1,297,799


Ⅰ　
1 335,000
2


1,499,727
1,499,727


3


3
15,123


296,119
311,245


2,145,971


Ⅱ
1 4,426


4,426
2,150,397
3,448,196


資 本 準 備 金
資 本 剰 余 金 合 計
利 益 剰 余 金


そ の 他 利 益 剰 余 金


圧 縮 積 立 金
特 別 償 却 準 備 金


負 債 ・ 純 資 産 合 計


利 益 剰 余 金 合 計
株 主 資 本 合 計


評 価 ・ 換 算 差 額 等
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金


純 資 産 合 計
評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計


繰 越 利 益 剰 余 金


負 債 合 計


純 資 産 の 部
株 主 資 本


資 本 剰 余 金
資 本 金


流 動 負 債 合 計


環 境 対 策 引 当 金


環 境 対 策 引 当 金


流 動 負 債


そ の 他 の 流 動 負 債


1 年 以 内 に 期 限 到 来 の 長 期 借 入 金


未 払 法 人 税 等


前 受 金


シ ス テ ム 解 約 損 失 引 当 金
前 受 収 益


資 産 除 去 債 務


未 払 費 用


契 約 負 債


買 掛 金


預 り 金


資 産 除 去 債 務


負 債 の 部
固 定 負 債


未 払 金


リ ー ス 債 務
関 係 会 社 長 期 借 入 金


退 職 給 付 引 当 金


リ ー ス 債 務


そ の 他 の 固 定 負 債
固 定 負 債 合 計


短 期 借 入 金


長 期 借 入 金


シ ス テ ム 解 約 損 失 引 当 金
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損    益    計    算    書
事業者名　ＮＴＴ東日本株式会社


2024年4月 1日から


2025年3月31日まで


(単位　百万円)


Ⅰ


(1) 1,360,556


(2)


1 250,257


2 3,927


3 386,274


4 92,757


5 77,811


6 32,420


7 198,489


8 34,465


9 30,591


10 76,062 1,183,053


177,502


Ⅱ


(1) 179,447


(2) 169,327


10,120


187,623


Ⅲ


1 173


2 10,184


3 3,307


4 2,120


5 2,905


6 2,372 21,061


Ⅳ


1 2,203


2 347


3 236 2,786


205,898


205,898


37,805


12,434


155,658


電 気 通 信 事 業 営 業 損 益


営 業 収 益


営 業 費 用


営 業 収 益


営 業 費 用


営 業 費


運 用 費


固 定 資 産 除 却 費


附 帯 事 業 営 業 損 益


租 税 公 課


減 価 償 却 費


電 気 通 信 事 業 営 業 利 益


営 業 利 益


営 業 外 収 益


経 常 利 益


営 業 外 費 用


受 取 損 害 賠 償 金


固 定 資 産 売 却 益


開 発 負 担 金 収 入


固 定 資 産 売 却 損


附 帯 事 業 営 業 利 益


通 信 設 備 使 用 料


施 設 保 全 費


共 通 費


管 理 費


試 験 研 究 費


当 期 純 利 益


受 取 利 息


受 取 配 当 金


雑 収 入


支 払 利 息


雑 支 出


税 引 前 当 期 純 利 益


法 人 税 等 調 整 額


法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税
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事業者名　ＮＴＴ東日本株式会社


（単位 百万円）


当期首残高 335,000 1,499,727 1,499,727 4 15,377 348,810 364,191 2,198,918 5,417 5,417 2,204,334


当期変動額 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　


剰余金の配当 　 　 　 　 　 △ 208,605 △ 208,605 △ 208,605 △ 208,605


当期純利益 　 　 　 　 　 155,658 155,658 155,658 155,658


特別償却準備金の取崩 　 　 　 △ 2 　 2 － － 　 　 －


圧縮積立金の取崩 　 　 　 　 △ 254 254 － － 　 　 －


株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）


　 　 　 　 　 　 　 　 △ 991 △ 991 △ 991


当期変動額合計 － － － △ 2 △ 254 △ 52,691 △ 52,946 △ 52,946 △ 991 △ 991 △ 53,937


当期末残高 335,000 1,499,727 1,499,727 3 15,123 296,119 311,245 2,145,971 4,426 4,426 2,150,397


その他
有価証券


評価
差額金


圧縮積立金


利益剰余金


その他利益剰余金


特別償却
準備金


株 主 資 本 等 変 動 計 算 書


2024年4月 1日から
2025年3月31日まで


株主資本


資本剰余金


資本
準備金


資本
剰余金
合計


純資産
合計


評価・換算差額等


資本金 利益
剰余金
合計繰越利益


剰余金


評価・換算
差額等
合計


株主資本
合計
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個 別 注 記 表
2024年4月 1日から


2025年3月31日まで


財務諸表の作成基準


本財務諸表は、電気通信事業会計規則（昭和60年郵政省令第26号）に基づいて作成している。


重要な会計方針に係る事項に関する注記


 1．資産の評価基準及び評価方法


(1) 有価証券の評価基準及び評価方法


① 子会社株式及び関連会社株式


 移動平均法による原価法


② その他有価証券


 ア）市場価格のない株式等以外のもの


　 期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定し


 ております）


 イ）市場価格のない株式等


 　移動平均法による原価法


(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法


　貯蔵品のうち材料品については移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により


算定）、その他の貯蔵品については個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算


定）によっております。


 2．固定資産の減価償却の方法


(1) 有形固定資産（リース資産を除く）


　定額法によっております。


　なお、主な耐用年数については以下のとおりであり、残存価額は実質残存価額によっております。


機械設備　　　7～26年 


市内線路設備　13～36年 


土木設備　　　50年 


建物　 　　　 4～56年


(2) 無形固定資産（リース資産を除く）


　定額法によっております。


　なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年以内）に基づく定額法によっております。


(3) リース資産


① 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産


 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。


② 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産


 リース期間を耐用年数とし、残存価額は実質残存価額とする定額法によっております。


 3．引当金の計上基準


(1) 貸倒引当金


　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については債権の


回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上することとしております。


(2) 退職給付引当金


① 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。


　 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準に


 よっております。


　 数理計算上の差異については、発生時の従業員の平均残存勤務期間に基づく年数による定額法により、翌事業年度より費用


 処理しております。


　 過去勤務費用については、発生時の従業員の平均残存勤務期間に基づく年数による定額法により、発生時より費用処理して


 おります。
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② 当社は、厚生年金保険法等の定めにより、逓信省（電気通信事業に従事）、電気通信省、電電公社及び日本電信電話株式会


 社に勤務し1956年7月以降に退職した者の1956年6月以前の勤務期間に係る旧国家公務員等共済組合法に基づく年金給付に要す


 る費用に関連し、日本国政府により毎期賦課方式により決定される拠出金のうち当社に帰属する金額を、NTT企業年金基金特例


 経理に対し支出しております。


　 当該費用について、給付見込額を算定し「退職給付引当金」に含めて計上しております。


　 数理計算上の差異については、発生時の対象者の平均残余支給期間に基づく年数による定額法により、翌事業年度より費用


 処理しております。


(3) 環境対策引当金


　当社が保管するポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理費用の支出に備えるため、合理的に見積ることができる金額を計上しており


ます。


(4) システム解約損失引当金


　基幹系システムの更改計画に伴い、現行利用しているシステムに関する中途解約違約金見込額を計上しております。


 4．収益及び費用の計上基準


　約束した財又はサービスはその支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を


認識しております。


　主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点については、「収益認識に関する注記」に記載のとおり


であります。


 5．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項


グループ通算制度の適用


グループ通算制度を適用しております。


貸借対照表に関する注記


 1．有形固定資産の減価償却累計額 10,071,668百万円


 2．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）


短期金銭債権 16,913百万円


短期金銭債務 236,158百万円


長期金銭債務 34百万円


 3．電気通信事業会計規則第8条の規定により控除した額


高度無線環境整備推進事業に係る補助金の受入れによる市内線路設備等の取得価額の圧縮記帳額


114百万円（累計額　34,897百万円）


 4．附帯事業に係る固定資産については、少額なため電気通信事業固定資産に含めて表示しております。


 5．当社は資金調達の手段として、債権流動化による売掛金の現金化を行っております。そのうち、当事業年度末において、金融商


品の消滅の認識要件を満たさない売掛金の金額は20,000百万円であり、対応して同額の債権流動化に伴う負債（短期借入金）を


認識しております。


損益計算書に関する注記


 1．関係会社との取引高


営業取引による取引高


　営業収益 61,383百万円


　営業費用 411,247百万円


営業取引以外の取引による取引高 7,175百万円


 2．営業外収益のうち、関係会社に係る収益の金額が営業外収益の総額の100分の10を超えるものは、次のとおりであります。


受取配当金 10,021百万円


 3．営業外費用のうち、関係会社に係る費用の金額が営業外費用の総額の100分の10を超えるものは、次のとおりであります。


支払利息 1,026百万円


－
6－







株主資本等変動計算書に関する注記


 1．当事業年度末における発行済株式数


普通株式 6,700,000株


 2．当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項


(1) 2024年6月14日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。


配当金の総額 208,605百万円


1株当たり配当額 31,135円


基準日 2024年3月31日


効力発生日 2024年6月17日


(2) 2025年6月16日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。


配当金の総額 155,654百万円


配当の原資 利益剰余金


1株当たり配当額 23,232円


基準日 2025年3月31日


効力発生日 2025年6月17日


税効果会計に関する注記


 1．繰延税金資産の発生の主な原因は、退職給付引当金、契約負債であり、繰延税金負債の発生の主な原因は、前渡金であります。


　　なお、繰延税金資産においては、評価性引当額10,703百万円を控除しております。


 2．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理


　当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対


応報告第42号　2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開


示を行っております。


 3．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正


「所得税法等の一部を改正する法律（令和7年法律第13号）」が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以


後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。


これに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債につ


いては、法定実効税率を変更し計算しております。


この税率変更により、当事業年度の繰延税金資産の金額は3,142百万円増加し、法人税等調整額が3,197百万円減少しております。


金融商品に関する注記


 1．金融商品の状況に関する事項


(1) 金融商品に対する取組方針


　資金運用については安全性に配意し、有利な運用に努めることとしております。運用にあたっては、原則、元本保証・確定利


回りの金融商品で行うとともに、取引先金融機関等の信用リスク管理を徹底することとしております。


　資金調達については安定的かつ最も低コストな資金調達手段の確保に努めるとともに、機動的・弾力的な資金調達を行うこと


としております。


－
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(2) 金融商品の内容及びそのリスク、リスク管理体制


　営業債権である受取手形及び売掛金、未収入金は、顧客等の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、収納管


理に関する内規に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を把握する体制としており


ます。


　投資有価証券その他有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の


株式であり、適宜把握された時価が責任規程等に基づき報告されております。


　営業債務である買掛金、未払金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。


　借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、関係会社長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であり


ます。


　通常の事業活動の過程において、金融資産・負債を含むいくつかの金融商品を保有しております。一部の金融商品は外国為替


相場の変動リスクに晒されております。そのようなリスクを管理するために、リスク管理方針を制定し、先物為替予約等のデリ


バティブ取引を利用することとしております。なお、投機目的でデリバティブ取引を行うことはありません。


　また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、資金繰り計画を作成する等の方法により管理しております。


 2．金融商品の時価等に関する事項


　当事業年度末における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株


式等は、次表には含めておりません（（注2）参照）。また、現金は注記を省略しており、預金、受取手形及び売掛金、未収入金、


買掛金、短期借入金、未払金、未払法人税等、預り金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略


しております。


（単位　百万円）


貸借対照表計上額（※1） 時価（※1） 差額


 （1） 投資有価証券その他有価証券 7,514  7,514  －  


 （2） 長期借入金（※2） (12,992)  (13,101)  110  


 （3） 関係会社長期借入金 (198,000)  (193,344)  △4,656  


(※1) 負債に計上されているものについては（　）で示しております。


(※2) 1年以内に期限到来のものを含んでおります。


（注1）金融商品の時価の算定方法並びに市場価格のない株式等以外の有価証券に関する事項


(1) 投資有価証券その他有価証券


　これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっ


ております。


　また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項は以下のとおりであります。


① 当事業年度中の売却額は689百万円であり、売却益の合計額は353百万円であります。また、種類ごとの取得原価又は償却原


　価、貸借対照表計上額及びこれらの差額については、次のとおりであります。


（単位　百万円）


種類 取得原価又は償却原価 貸借対照表計上額 差額


株式 1,173  7,514  6,341  


債券 －  －  －  


その他 －  －  －  


小計 1,173  7,514  6,341  


株式 －  －  －  


債券 －  －  －  


その他 －  －  －  


小計 －  －  －  


合計 　 1,173  7,514  6,341  


② 当事業年度中において、減損処理を行ったものはありません。


項目


貸借対照表計上額が取得原価又は
償却原価を超えないもの


貸借対照表計上額が取得原価又は
償却原価を超えるもの
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(2) 長期借入金


　これらの時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で現在価値に割引いた価額によっておりま


す。


(3) 関係会社長期借入金


　これらの時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で現在価値に割引いた価額によっておりま


す。


（注2）市場価格のない株式等


（単位　百万円）


子会社株式


関連会社株式


非上場株式


その他


これらについては、「(1)投資有価証券その他有価証券」には含めておりません。


賃貸等不動産に関する注記


 1．賃貸等不動産の状況に関する事項


　東日本地域において、オフィスビル等（土地を含む）を有しております。


 2．賃貸等不動産の時価等に関する事項


（単位　百万円）


（注1）貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。


（注2）当事業年度末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額（指標等を用いて調整を行っ


　 　　たものを含む。）であります。


関連当事者との取引に関する注記


 1．親会社


（単位　百万円）


被所有 関係会社


直接100％ 長期借入金


未払費用


取引条件及び取引条件の決定方針等


（注）資金の借入については、親会社の資金調達条件と同一としております。なお、担保は提供しておりません。


合計 53,378  


貸借対照表計上額 時価


173,545  826,659  


区分 貸借対照表計上額


48,025  


2,443  


2,910  


－  


科目 期末残高


親会社 日本電信電話株式会社 持株会社 資金の借入(注) 20,000 198,000


種類 会社等の名称
議決権等の所有
（被所有）割合


関連当事者
との関係


取引の内容 取引金額


利息の支払(注) 1,025 91
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 2．子会社


（単位　百万円）


所有 預り金


直接100％


所有 －


直接100％


預り金


取引条件及び取引条件の決定方針等


（注1）子会社からのCMS（キャッシュ・マネジメント・システム）による資金の預りについては、市場金利を勘案して合理的に


 　　　決定しております。


（注2）契約期間が1年を超えない資金の預りについては、事業年度中の平均残高を記載しており、契約期間が1年を超える資金


　　 　の預りについては、取引発生総額を記載しております。


（注3）業務委託については、市場価格を勘案した一般的取引条件をもとに決定しております。


 3．兄弟会社


（単位　百万円）


未収入金


未払金


未収入金


取引条件及び取引条件の決定方針等


（注1）債権の譲渡については、市場価格を勘案した一般的取引条件をもとに決定しております。


（注2）CMS（キャッシュ・マネジメント・システム）による資金の預け入れ及び借入については、市場金利を勘案して合理的に


 　　　決定しております。


（注3）取引金額には、事業年度中の平均残高を記載しております。


1株当たり情報に関する注記


1株当たり純資産額 320,954円84銭


1株当たり当期純利益 23,232円60銭


科目 期末残高


子会社 株式会社NTT東日本－南
関東


株主として
の権利行使
・助言あっ
せんその他
の援助


CMSによる預り
(注1)


種類 会社等の名称
議決権等の所有
（被所有）割合


関連当事者
との関係


取引の内容 取引金額


－


51,171 48,107


(注2)


CMSによる長期預り
(注1)


50,000 － －


(注2)


子会社 株式会社エヌ・ティ・
ティ エムイー


株主として
の権利行使
・助言あっ
せんその他
の援助


業務委託(注3) 165,616 －


CMSによる預り
(注1)


61,989


利息の支払
(注1)


27 －


利息の支払
(注1)


34 － －


63,558


(注2)


CMSによる長期預り
(注1)


20,000 － －


(注2)


債権の譲渡(注1) 432,881 22,056


科目 期末残高


親会社の
子会社


NTTファイナンス
株式会社


－ 業務委託 NTTグループ会社間取
引の資金決済


576,354 218


15,818


種類 会社等の名称
議決権等の所有
（被所有）割合


関連当事者
との関係


取引の内容 取引金額


利息の支払
(注2)


472 － －


利息の受取
(注2)


1 － －


CMSによる借入
(注2)


152,272 短期借入金 143,529


(注3)


CMSによる預け入れ
(注2)


3,873 － －


(注3)
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収益認識に関する注記


収益を理解するための基礎となる情報


　当社は、地域電気通信業務として音声伝送サービス（IP系除く）、IP系サービス等を、附帯業務・目的達成業務として主に受託


サービスを提供しております。


(1) 音声伝送サービス（IP系除く）


　加入電話、INSネット等の音声伝送サービスを顧客に提供しており、これらの提供に従い収益を認識しております。音声伝送


サービスは月次又は隔月で請求しております。


(2) IP系サービス


　フレッツ光、コラボ光等のIP系サービスを顧客に提供し、主な履行義務を下記のとおりに識別して収益を認識しております。


　IP系サービスの月額利用料等はサービスの提供に従い収益を認識しており、一般消費者向けの場合、月次又は隔月で請求し、


法人事業者向けの場合、契約に基づき請求しております。工事料・契約料に係る初期一括収入は繰延べ、最終顧客とのフレッツ


光及びコラボ光の見積平均契約期間にわたって収益として認識しております。


　コラボ光事業者に支払った新規販売奨励金は、前渡金として繰延べ、見積平均契約期間にわたって、収益から控除しておりま


す。


(3) 受託サービス


　システム開発等の受託サービスを顧客に提供しており、工事の進捗に従って顧客に成果が移転するため、工事期間にわたって


収益を認識しております。原価の発生が工事の進捗度に比例すると判断しているため、収益の認識にはインプット法（原価比例


法）を用いております。契約対価は通常、引渡時に請求しております。


　また、損失の発生が予測される場合の損失引当は、引渡時に見込まれる全ての収益及び費用の見積りに基づいて認識しており


ます。認識された損失は、契約の進捗に従って見直すことがあり、その原因となる事実が判明した事業年度において計上してお


ります。


－
1
1－







固 定 資 産 等 明 細 表 （1）


2024年4月 1日から
2025年3月31日まで


（単位　百万円）


減 価 償 却   累   計   額


又 は 償 却


累   計   額


機 械 設 備 2,304,463 84,134 64,687 2,323,911 1,951,311 60,870 372,600


空 中 線 設 備 20,498 853 27 21,325 17,736 142 3,589


端 末 設 備 196,033 1,650 3,579 194,104 179,896 2,332 14,208


市 内 線 路 設 備 4,658,629 92,731 24,200 4,727,160 3,686,949 55,277 1,040,211


市 外 線 路 設 備 68,577 223 197 68,603 64,935 181 3,668


土 木 設 備 3,288,251 13,795 2,393 3,299,652 2,781,682 26,356 517,970


海 底 線 設 備 8,224 61 － 8,285 7,919 32 366


建 物 1,480,606 25,543 7,152 1,498,997 1,159,040 26,044 339,957


構 築 物 87,951 1,701 742 88,909 68,192 1,838 20,717


機 械 及 び 装 置 13,515 82 197 13,400 11,839 271 1,562


車 両 及 び 船 舶 2,147 63 27 2,182 2,040 39 142


工 具 、 器 具 及 び 備 品 168,168 5,703 3,983 169,888 130,324 8,434 39,565


土 地 185,106 8 678 184,436 － － 184,436


リ ー ス 資 産 37,726 20,588 901 57,413 9,804 4,846 47,609


建 設 仮 勘 定 26,204 219,141 222,448 22,897 － － 22,897


計 12,546,099 466,276 331,211 12,681,164 10,071,668 186,662 2,609,496


施 設 利 用 権 172,525 708 10 173,223 155,992 598 17,231


ソ フ ト ウ ェ ア 367,318 21,267 10,368 378,217 324,478 15,992 53,739


借 地 権 3,122 － 3 3,119 － － 3,119


リ ー ス 資 産 1,931 1,935 14 3,852 1,210 652 2,642


その他の 無形 固定 資産 723 1 4 720 698 1 23


計 545,619 23,911 10,398 559,131 482,377 17,242 76,755


26,223 12,165 10,506 27,881 21,390 11,875 6,491


資   産   の   種   類


有
 
 
形
 
 
固
 
 
定
 
 
資
 
 
産


無
形
固
定
資
産


長 期 前 払 費 用


期 首
残 高


当 期
増 加 額


当 期
減 少 額


期 末
残 高


差 引
期 末 残 高


摘 要当 期
償 却 額


様式第5


事業者名 ＮＴＴ東日本株式会社
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固 定 資 産 等 明 細 表 （2）


2024年4月 1日から
2025年3月31日まで


(注) 1．高度無線環境整備推進事業に係る補助金による市内線路設備等の圧縮額は、114百万円であります。


     2．増加、減少の主なものは、次のとおりであります。


      (1) 増加の主なもの (2) 減少の主なもの


機 械 設 備 デ ィ ジ タ ル 交 換 設 備 72,751 百万円 機 械 設 備 デ ィ ジ タ ル 交 換 設 備 49,013 百万円


市 内 線 路 設 備 通 信 ケ ー ブ ル 71,466 百万円 建 設 仮 勘 定 設備工事の完成により資産に取得


建 設 仮 勘 定 電 気 通 信 線 路 設 備 工 事 119,599 百万円 0 精算したためであります。 0


0 電 気 通 信 機 械 設 備 工 事 66,858 百万円 0 0


0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0
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関 係 会 社 投 資 明 細 表 (1)


2024年4月 1日から
2025年3月31日まで


（単位　百万円）


銘                             柄 貸借対照表 株 式 数 貸借対照表
計 上 額 （株） 計 上 額


㈱ 株式 180,000 9,000 － － 180,000 9,000 9,000 子会社


㈱ 株式 175,746 7,206 － － 175,746 23,707 7,206 子会社


㈱株式 55,000 6,450 － － 55,000 6,450 6,450 子会社


㈱株式 108,800 3,962 － － 108,800 3,962 3,962 子会社


㈱株式 620,618 3,386 － － 620,618 3,386 3,386 子会社


㈱ 株式 1,800 2,525 － － 1,800 2,525 2,525 子会社


㈱ 株式 750 2,096 － － 750 2,096 2,096 子会社


㈱ 株式 3,947 1,924 － － 3,947 1,924 1,924 子会社


㈱ 株式 21,975 1,618 － － 21,975 1,618 1,618 子会社


㈱株式 13,147 1,405 － － 13,147 3,271 1,405 子会社


㈱ 株式 26,000 1,300 － － 26,000 1,300 1,300 子会社


㈱ 株式 5,274 1,232 － － 5,274 1,232 1,232 子会社


㈱ 株式 19,600 980 － － 19,600 980 980 子会社


㈱株式 701,500 925 － － 701,500 925 925 関連会社


㈱株式 11,025 839 － － 11,025 839 839 子会社


㈱ 株式 8,402 606 － － 8,402 606 606 子会社


㈱株式 10,730 537 － － 10,730 537 537 関連会社


㈱ 株式 9,996 500 － － 9,996 500 500 子会社


株


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
式


期 首 残 高


Ｎ Ｔ Ｔ 印 刷


Ｎ Ｔ Ｔ イ ー ア ジ ア


Ｎ Ｔ Ｔ 東 日 本 プ ロ パ テ ィ ー ズ


エ ヌ ・ テ ィ ・ テ ィ エ ム イ ー


テ ル ウ ェ ル 東 日 本


Ｎ Ｔ Ｔ 東 日 本 － 南 関 東


Ｎ Ｔ Ｔ ネ ク シ ア


株 式 数
（株）


Ｎ Ｔ Ｔ 東 日 本 － 東 北


ＮＴＴ ｅ－Ｄｒｏｎｅ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ


Ｎ Ｔ Ｔ ア グ リ テ ク ノ ロ ジ ー


Ｎ Ｔ Ｔ 東 日 本 － 北 海 道


ピ ー デ ィ ー シ ー


日 本 ユ ー テ ィ リ テ ィ サ ブ ウ ェ イ


期 末 残 高


金 額
取 得
価 額


摘　　　　要


当 期 増 減 額


（株）
株 式 数


Ｎ Ｔ Ｔ 東 日 本 － 関 信 越


エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム


エ ヌ ・ テ ィ ・ テ ィ ・ カ ー ド ソ リ ュ ー シ ョ ン


エ ヌ ・ テ ィ ・ テ ィ テ レ コ ン


Ｎ Ｔ Ｔ Ｄ Ｘ パ ー ト ナ ー
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関 係 会 社 投 資 明 細 表 (2)


2024年4月 1日から
2025年3月31日まで」


（単位　百万円）


銘                             柄 株 式 数 貸借対照表 株 式 数 貸借対照表
（株） 計 上 額 （株） 計 上 額


㈱ 株式 9,600 480 － － 9,600 480 480 子会社


㈱ 株式 400 407 － － 400 407 407 子会社


㈱株式 14,700 404 － － 14,700 1,508 404 関連会社


㈱ 株式 8,000 400 － － 8,000 400 400 子会社


㈱ 株式 － － 7,920 396 7,920 396 396 子会社


㈱ 株式 7,840 392 － － 7,840 392 392 関連会社


㈱ 株式 6,600 330 － － 6,600 330 330 子会社


㈱株式 70,000 290 － － 70,000 290 290 子会社


㈱株式 26,000 276 － － 26,000 276 276 子会社


㈱株式 3,060 153 － － 3,060 153 153 子会社


㈱株式 3,000 150 － － 3,000 150 150 子会社


㈱ 株式 1,736 87 － － 1,736 87 87 関連会社


㈱ 株式 1,320 66 － － 1,320 66 66 子会社


㈱ 株式 － － 1,100 55 1,100 55 55 関連会社


㈱ 株式 1,000 50 － － 1,000 50 50 子会社


㈱ 株式 1,940 36 － － 1,940 97 36 関連会社


㈱ 株式 490 8 － － 490 8 8 関連会社


㈱株式 3,648 0 － － 3,648 116 0 子会社


ビ オ ス ト ッ ク


期 首 残 高


摘　　　　要取 得
価 額


期 末 残 高


金 額


当 期 増 減 額


株 式 数
（株）


ネ ク ス ト モ ー ド


日 本 テ レ マ テ ィ ー ク


Ｈ Ａ Ｒ Ｐ


エ ヌ ・ テ ィ ・ テ ィ ・ ル ・ パ ル ク


Ｎ Ｔ Ｔ Ｅ Ｄ Ｘ


Ｎ Ｔ Ｔ Ｒ ｉ ｓ ｋ Ｍ ａ ｎ ａ ｇ ｅ ｒ


エヌ・ティ・ティ・レンタル・エンジニアリング


Ｎ Ｔ Ｔ ｅ － Ｓ ｐ ｏ ｒ ｔ ｓ


エ ヌ ・ テ ィ ・ テ ィ ・ ビ ジ ネ ス ア ソ シ エ 東 日 本


株


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
式


エ ヌ ・ テ ィ ・ テ ィ ・ ビ ズ リ ン ク


Ｎ Ｔ Ｔ Ａ ｒ ｔ Ｔ ｅ ｃ ｈ ｎ ｏ ｌ ｏ ｇ ｙ


Ｎ Ｔ Ｔ Ｌ ａ ｎ ｄ ｓ ｃ ａ ｐ ｅ


男 鹿 な ま は げ 魚 工 房


Ｎ Ｔ Ｔ 東 日 本 サ ー ビ ス


ネ ク ス ト フ ィ ー ル ド


Ｎ Ｔ Ｔ タ ウ ン ペ ー ジ


日 本 空 港 無 線 サ ー ビ ス
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関 係 会 社 投 資 明 細 表 (3)


2024年4月 1日から
2025年3月31日まで」


（単位　百万円）


銘                             柄 株 式 数 貸借対照表 株 式 数 貸借対照表
（株） 計 上 額 （株） 計 上 額


㈱株式 6,800 132 △6,800 △132 － － － 子会社


2,140,444 50,149 2,220 319 2,142,664 70,118 50,468


(注) エヌ・ティ・ティ・スポーツコミュニティ㈱は、売却により減少したものであります。


摘　　　　要


期 首 残 高 当 期 増 減 額 期 末 残 高


金 額
取 得
価 額（株）


株 式 数


エ ヌ ・ テ ィ ・ テ ィ ・ ス ポ ー ツ コ ミ ュ ニ テ ィ


株


 
 
 
 
式


計
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借 入 金 等 明 細 表


2024年4月 1日から
2025年3月31日まで


（単位　百万円）


期 首 残 高 当 期 増 加 額 当 期 減 少 額 摘 要


返済期限　2026年9月29日


～2030年3月29日


返済期限　2028年2月29日


( 4,371 )


( 4,371 )


期 首 残 高 摘 要


－


20,000


－


20,000


40,000


摘 要


返済期限　2026年8月27日


～2043年10月31日


摘 要


　　　3．長期借入金及びリース債務の期末残高のうち貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額


（単位　百万円）


2026年4月 1日から 2027年4月 1日から 2028年4月 1日から
2027年3月31日まで 2028年3月31日まで 2029年3月31日まで


42,457 74,163 －


7,992 7,763 7,386


長


期


借


入


金


借 入 先


短


期


借


入


金


借 入 先


計


Ｎ Ｔ Ｔ ・ Ｔ Ｃ リ ー ス ㈱


Ｎ Ｔ Ｔ フ ァ イ ナ ン ス ㈱


1年以内に期限到来の関係会社長期借入金


リ ー ス 債 務


区　　　　　　　　　　　　分


127,900


計


期 首 残 高 期 末 残 高


計


5,337 8,157


31,255 45,924


6,703


2029年4月 1日から


　　　2．長期借入金（1年以内に期限到来のものを除く。）、1年以内に期限到来の長期借入金、短期借入金（1年以内に期限到来の長期借入金を除く）の加重平均利率は、
　　　　 それぞれ0.61%、1.96%、0.65%であります。
　　　　 リース債務（1年以内に期限到来のものを除く。）、1年以内に期限到来のリース債務の加重平均利率は、それぞれ1.17%、1.14%であります。


長 期 借 入 金


（注）1．長期借入金の期末残高欄中（　）書は貸借対照表勘定科目の「長期借入金」から「1年以内に期限到来の長期借入金」に振替えたもの（内書）であります。


2030年3月31日まで


90,000


198,000


2,809


計


日 本 電 信 電 話 ㈱


Ｎ Ｔ Ｔ ・ Ｔ Ｃ リ ー ス ㈱


－


当 期 増 減 額


－


143,529


35,800 22,809


143,529


210,992


198,000


1 年 以 内 に 期 限 到 来 の 長 期 借 入 金


期 末 残 高


期 末 残 高


20,000


167,900


20,000 20,000


12,992
15,800


△ 20,000


45,924


8,157


期 首 残 高 期 末 残 高


198,000


4,371 4,371


－


リ


ー


ス


債


務


（


1


年


以


内


に


期


限


到


来


の


も
の
を
除
く
。
）


1


年


以


内


に


期


限


到


来


の


リ


ー


ス


債


務


31,255


5,337
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引    当    金    明    細    表


2024年4月 1日から
2025年3月31日まで


（単位　百万円）


当　　期　　減　　少　　額


目 的 使 用 そ の 他


貸 倒 引 当 金 551 453 83 468 453
　当期減少額の「その他」欄の金額は、洗替による戻
入額であります。


退 職 給 付 引 当 金 274,725 6,661 37,234 － 244,151


システム解約損失引当金 － 2,202 － － 2,202


環 境 対 策 引 当 金 341 － 14 － 328


科 目 摘 要当 期 増 加 額 期 末 残 高期 首 残 高
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電気通信事業営業費用明細表


2024年4月 1日から
2025年3月31日まで


(単位　百万円)


金 額 摘 要


44,458


795,676


529


23,941


21,996


149


48,445


9,038


1,202


3,484


2,034


242


733


586,270


97,612


3,313


△1


小 計 843,446


198,489


34,465


30,591


76,062


合 計 1,183,053


交 際 費


貸 倒 損 失


租 税 公 課


業 務 委 託 費


通 信 設 備 使 用 料


減 価 償 却 費


固 定 資 産 除 却 費


作 業 委 託 費


厚 生 費


通 信 運 搬 費


区 分


広 告 宣 伝 費


材 料 ・ 部 品 費


消 耗 品 費


借 料 ・ 損 料


人 件 費


保 険 料


光 熱 水 道 料


経 費


修 繕 費


旅 費 交 通 費


雑 費
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電気通信事業営業費用明細表（部門別再掲）


2024年4月 1日から
2025年3月31日まで


(単位　百万円)


営 業 費 運 用 費 施 設 保 全 費 共 通 費 管 理 費 試 験 研 究 費 計 摘 要


4,689 － 4,385 21,247 13,961 177 44,458


－ － － － 298 － 298


3,204 － 3,066 11,773 11,502 121 29,666


893 － 895 3,255 3,695 40 8,778


45 － 0 4,655 447 － 5,147


844 － 667 2,509 2,267 26 6,313


△297 － △243 △945 △4,249 △10 △5,743


245,473 1,503 381,836 71,510 63,111 32,243 795,676


－ － 524 5 0 － 529


240 426 13,723 9,075 459 19 23,941


89 － 12,511 5,207 4,181 9 21,996


55 － 3 50 41 － 149


14 － 38,515 8,960 957 － 48,445


28 － 6,303 2,588 119 0 9,038


157 － 74 196 775 － 1,202


1,244 1 1,296 285 654 5 3,484


2,034 － － － － － 2,034


40 － 1 123 78 － 242


－ － － 649 84 － 733


203,704 1,019 295,525 42,622 42,939 460 586,270


37,869 57 13,363 1,750 12,823 31,750 97,612


97 2,424 53 － 739 － 3,313


△1 － － － － － △1


小 計 250,257 3,927 386,274 92,757 77,811 32,420 843,446


198,489


34,465


30,591


76,062


合 計 1,183,053


（注） 1．退職給付引当金として期中に支出した額は、36,511百万円であります。
2．当期において支出した人件費のうち、建設仮勘定に整理した額は、175百万円であります。


旅 費 交 通 費


光 熱 水 道 料


交 際 費


租 税 公 課


人 件 費


経 費


業 務 委 託 費


貸 倒 損 失


通 信 運 搬 費


雑 費


法 定 福 利 費


退 職 給 付 金


修 繕 費


減 価 償 却 費


固 定 資 産 除 却 費


通 信 設 備 使 用 料


区 分


広 告 宣 伝 費


作 業 委 託 費


材 料 ・ 部 品 費


消 耗 品 費


借 料 ・ 損 料


保 険 料


役 員 報 酬


従 業 員 給 与


従 業 員 賞 与


雑 給


厚 生 費
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 そ の 他 重 要 事 項 明 細 表 


2024年4月 1日 から


2025年3月31日 まで


（単位 百万円）


摘          要


氏 名 摘          要


代表取締役社長


取締役


取締役


取締役会長


執行役員


監査役 監査役 (2024年6月14日退任)


左記には、以下の報酬額を含んでおります。
・社外役員に対する報酬額79百万円
・2024年度に退任した役員に対する報酬額


計


監 査 役


364


㈱ エ ヌ ・ テ ィ ・ テ ィ エ ム イ ー


㈱ エ ヌ ・ テ ィ ・ テ ィ エ ム イ ー


取締役


星 野 理 彰


川 崎 重 工 業 ㈱


㈱ エ ヌ ・ テ ィ ・ テ ィ エ ム イ ー


日 本 電 信 電 話 ㈱


永 野 浩 介


取締役、監査役
又は執行役の重
要な兼職の状況


区          分


区         分 兼 務 会 社 名 及 び 役 職 名


金          額


265


99


取 締 役


取締役、会計参与、監査役又は執行役に支払った報酬額


島 雄 策 Ｎ Ｔ Ｔ ア ー バ ン ソ リ ュ ー シ ョ ン ズ ㈱


金 花 芳 則


関 根 万 紀 子
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貸   借   対   照   表
事業者名　ＮＴＴ西日本株式会社


 2025年3月31日 
(単位　百万円)


Ⅰ
Ａ 電気通信事業固定資産


(1) 有形固定資産
1 2,391,438


2,063,357 328,081
2 28,200


18,108 10,093
3 139,467


134,823 4,644
4 5,237,203


4,110,500 1,126,703
5 60,033


58,167 1,865
6 2,937,279


2,496,621 440,658
7 38,083


34,515 3,569
8 1,396,514


1,089,589 306,925
9 95,833


77,921 17,912
10 8,365


7,090 1,275
11 1,577


1,383 194
12 170,776


116,207 54,568
13 160,839
14 154,351


21,511 132,840
15 25,943


2,616,109
(2) 無形固定資産


1 14,876
2 52,921
3 2,368
4 340
5 67


70,572
2,686,681


Ｂ 投資その他の資産　
1 5,812
2 42,457
3 8,041
4 43,414
5 101,854
6 19,081


321
220,338


2,907,018


Ⅱ　
1 1,061
2 210,991
3 3,373
4 63,316
5 46,084
6 57,925
7 9,314
8 13,186


42
405,209


3,312,227


流 動 資 産 合 計
資 産 合 計


投 資 有 価 証 券


長 期 前 払 費 用


繰 延 税 金 資 産


流 動 資 産


未 収 入 金


前 渡 金


前 払 年 金 費 用


売 掛 金
契 約 資 産


海 底 線 設 備
減 価 償 却 累 計 額
建 物


固 定 資 産


そ の 他 の 無 形 固 定 資 産
無 形 固 定 資 産 合 計


電 気 通 信 事 業 固 定 資 産 合 計


ソ フ ト ウ ェ ア
施 設 利 用 権


借 地 権
リ ー ス 資 産


有 形 固 定 資 産 合 計
建 設 仮 勘 定


土 地


減 価 償 却 累 計 額


リ ー ス 資 産
減 価 償 却 累 計 額


資 産 の 部


工 具 、 器 具 及 び 備 品
減 価 償 却 累 計 額


市 内 線 路 設 備
減 価 償 却 累 計 額
市 外 線 路 設 備
減 価 償 却 累 計 額


端 末 設 備
減 価 償 却 累 計 額


機 械 及 び 装 置


土 木 設 備


車 両 及 び 船 舶
減 価 償 却 累 計 額


減 価 償 却 累 計 額


減 価 償 却 累 計 額
構 築 物


機 械 設 備
減 価 償 却 累 計 額
空 中 線 設 備
減 価 償 却 累 計 額


減 価 償 却 累 計 額


関 係 会 社 株 式


投 資 そ の 他 の 資 産 合 計
固 定 資 産 合 計


その他の投資及びその他の資産
貸 倒 引 当 金（貸方）


貯 蔵 品


貸 倒 引 当 金 （ 貸 方 ）


前 払 費 用


現 金 及 び 預 金


そ の 他 の 流 動 資 産
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Ⅰ
1 530,000
2 130,947
3 228,156
4 1,559
5 640
6 77
7 6,053
8 3,267


900,699


Ⅱ　
1 150,000
2 55,760
3 206,369
4 13,757
5 147,313
6 12,941
7 539
8 118,146
9 105
10 148,476
11 1
12 3,055
13 2,023
14 23
15 2,007
16 7,875


868,389
1,769,088


Ⅰ　
1 312,000
2


1,170,054
1,170,054


3


60,012
60,012


1,542,066


Ⅱ
1 1,073


1,073
1,543,139
3,312,227


負 債 の 部


固 定 負 債 合 計


流 動 負 債


退 職 給 付 引 当 金


シ ス テ ム 解 約 損 失 引 当 金


リ ー ス 債 務
短 期 借 入 金


資 産 除 去 債 務


資 本 準 備 金


そ の 他 の 流 動 負 債
資 産 除 去 債 務


資 本 金
資 本 剰 余 金


関 係 会 社 長 期 借 入 金


未 払 金


災 害 損 失 引 当 金


リ ー ス 債 務


関 係 会 社 事 業 損 失 引 当 金


そ の 他 の 固 定 負 債


固 定 負 債


環 境 対 策 引 当 金


未 払 費 用


環 境 対 策 引 当 金


1年以内に期限到来の関係会社長期借入金


買 掛 金


前 受 金


資 本 剰 余 金 合 計


負 債 ・ 純 資 産 合 計


評 価 ・ 換 算 差 額 等
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金


評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計
純 資 産 合 計


未 払 法 人 税 等


繰 越 利 益 剰 余 金
そ の 他 利 益 剰 余 金


シ ス テ ム 解 約 損 失 引 当 金


株 主 資 本 合 計


利 益 剰 余 金


利 益 剰 余 金 合 計


流 動 負 債 合 計
負 債 合 計


純 資 産 の 部
株 主 資 本


前 受 収 益
預 り 金


契 約 負 債
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損    益    計    算    書
事業者名　ＮＴＴ西日本株式会社


2024年4月 1日から


2025年3月31日まで


(単位　百万円)
Ⅰ


(1) 1,093,546
(2)


1 240,299
2 4,885
3 343,422
4 34,079
5 69,117
6 35,565
7 192,595
8 33,082
9 25,789
10 61,377 1,040,210


53,336
Ⅱ


(1) 183,724
(2) 175,116


8,608
61,945


Ⅲ
1 6
2 12
3 10,739
4 2,970
5 3,922 17,649


Ⅳ
1 4,782
2 888
3 896
4 399 6,965


72,628


Ⅴ
1 3,121 3,121


69,507
△ 3,484
12,988
60,004


電 気 通 信 事 業 営 業 損 益


営 業 収 益
営 業 費 用


営 業 収 益
営 業 費 用


営 業 費
運 用 費


固 定 資 産 除 却 費


附 帯 事 業 営 業 損 益
電 気 通 信 事 業 営 業 利 益


施 設 保 全 費
共 通 費


減 価 償 却 費


管 理 費
試 験 研 究 費


法 人 税 等 調 整 額
当 期 純 利 益


特 別 損 失


法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税


災 害 特 別 損 失
税 引 前 当 期 純 利 益


営 業 利 益


通 信 設 備 使 用 料


附 帯 事 業 営 業 利 益


受 取 利 息


受 取 配 当 金
有 価 証 券 利 息


営 業 外 収 益


租 税 公 課


固 定 資 産 売 却 益


雑 支 出


営 業 外 費 用


経 常 利 益


雑 収 入


支 払 利 息


関 係 会 社 事 業 損 失 引 当 金 繰 入
固 定 資 産 売 却 損
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事業者名　ＮＴＴ西日本株式会社


（単位 百万円）


当期首残高 312,000 1,170,054 1,170,054 113,701 113,701 1,595,755 982 982 1,596,736


当期変動額 　 　 　 　 　 　 　 　 　


剰余金の配当 　 　 　 △ 113,693 △ 113,693 △ 113,693 　 　 △ 113,693


当期純利益 　 　 　 60,004 60,004 60,004 　 　 60,004


株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）


　 　 　 　 92 92 92


－ － － △ 53,689 △ 53,689 △ 53,689 92 92 △ 53,597


当期末残高 312,000 1,170,054 1,170,054 60,012 60,012 1,542,066 1,073 1,073 1,543,139


当期変動額合計


株 主 資 本 等 変 動 計 算 書


2024年4月 1日から
2025年3月31日まで


株主資本


資本剰余金


その他利益
剰余金資本


準備金


資本
剰余金
合計 繰越利益


剰余金


資本金


利益剰余金


利益
剰余金
合計


純資産
合計


評価・換算差額等


評価・換算
差額等
合計


株主資本
合計


その他
有価証券


評価
差額金


様式第3
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個　別　注　記　表
2024年4月 1日から


2025年3月31日まで


財務諸表の作成基準


本財務諸表は、電気通信事業会計規則（昭和60年郵政省令第26号）に基づいて作成している。


重要な会計方針に係る事項に関する注記


 1．資産の評価基準及び評価方法


(1) 有価証券の評価基準及び評価方法


① 子会社株式及び関連会社株式


 移動平均法による原価法


② その他有価証券


 ア）市場価格のない株式等以外のもの


　 期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定し


 ております）


 イ）市場価格のない株式等


 　移動平均法による原価法


(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法


　貯蔵品のうち材料品については移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により


算定）、その他の貯蔵品については個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算


定）によっております。


 2．固定資産の減価償却の方法


(1) 有形固定資産（リース資産を除く）


　定額法によっております。


　なお、主な耐用年数については以下のとおりであり、残存価額は実質残存価額によっております。


機械設備         7～26年


市内線路設備     13～36年


土木設備         50年


建物             4～56年


(2) 無形固定資産（リース資産を除く）


　定額法によっております。


　なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年以内）に基づく定額法によっております。


(3) リース資産


① 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産　
 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。


② 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産


 リース期間を耐用年数とし、残存価額は実質残存価額とする定額法によっております。


 3．引当金の計上基準


(1) 貸倒引当金


　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については債権の


回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上することとしております。


(2) 退職給付引当金


① 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。


 　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準に


 よっております。


 　数理計算上の差異については、発生時の従業員の平均残存勤務期間に基づく年数による定額法により、翌事業年度より費用


 処理しております。


　 過去勤務費用については、発生時の従業員の平均残存勤務期間に基づく年数による定額法により、発生時より費用処理して


 おります。


－
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事業者名 NTT西日本株式会社







② 当社は、厚生年金保険法等の定めにより、逓信省（電気通信事業に従事）、電気通信省、電電公社及び日本電信電話株式会


 社に勤務し1956年7月以降に退職した者の1956年6月以前の勤務期間に係る旧国家公務員等共済組合法に基づく年金給付に要す


 る費用に関連し、日本国政府により毎期賦課方式により決定される拠出金のうち当社に帰属する金額を、NTT企業年金基金特例


 経理に対し支出しております。


 　当該費用について、給付見込額を算定し「退職給付引当金」に含めて計上しております。


　 数理計算上の差異については、発生時の対象者の平均残余支給期間に基づく年数による定額法により、翌事業年度より費用


 処理しております。


(3) 環境対策引当金


　当社が保管するポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理費用の支出に備えるため、合理的に見積ることができる金額を計上しており


ます。


(4) 関係会社事業損失引当金


　関係会社における事業損失等に備えるため、関係会社に対する投資を超えて当社が負担することとなる損失見込額を計上して


おります。


(5) 災害損失引当金


　2024年1月に発生した能登半島地震により被災した電気通信設備及び建物等の復旧等に要する費用に備えるため、当事業年度


末における見積額を計上しております。


(6) システム解約損失引当金


　基幹系システムの更改計画に伴い、現行利用しているシステムに関する中途解約違約金見込額を計上しております。


 4．収益及び費用の計上基準


　約束した財又はサービスはその支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を


認識しております。


　主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点については、「収益認識に関する注記」に記載のとおり


であります。


 5．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項


グループ通算制度の適用


グループ通算制度を適用しております。


貸借対照表に関する注記


 1．有形固定資産の減価償却累計額 10,229,793百万円


 2．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）


短期金銭債権 11,433百万円


長期金銭債権 70百万円


短期金銭債務 147,575百万円


 3．電気通信事業会計規則第8条の規定により控除した額


高度無線環境整備推進事業に係る補助金等の受入れによる市内線路設備等の取得価額の圧縮記帳額


1,488百万円（累計額　25,935百万円）


 4．附帯事業に係る固定資産については、少額なため電気通信事業固定資産に含めて表示しております。


 5．当社は資金調達の手段として、債権流動化による売掛金の現金化を行っております。そのうち、当事業年度末において、金融商


品の消滅の認識要件を満たさない売掛金の金額は17,295百万円であり、対応して同額の債権流動化に伴う負債（短期借入金）を


認識しております。
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損益計算書に関する注記


 1．関係会社との取引高


営業取引による取引高


　営業収益 48,676百万円


　営業費用 422,253百万円


営業取引以外の取引による取引高 11,751百万円


 2．営業外収益のうち、関係会社に係る収益の金額が営業外収益の総額の100分の10を超えるものは、次のとおりであります。


受取配当金 10,654百万円


 3．営業外費用のうち、関係会社に係る費用の金額が営業外費用の総額の100分の10を超えるものは、次のとおりであります。


支払利息 2,518百万円


 4．災害特別損失は、2024年1月に発生した能登半島地震により被災した電気通信設備等の復旧等に要した費用であり、災害損失引


当金繰入額2,480百万円を含めております。


株主資本等変動計算書に関する注記


 1．当事業年度末における発行済株式数


普通株式 6,240,000株


 2．当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項


(1) 2024年6月14日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。


配当金の総額 113,693百万円


1株当たり配当額 18,220円


基準日 2024年3月31日


効力発生日 2024年6月17日


(2) 2025年6月16日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。


配当金の総額 59,511百万円


配当の原資 利益剰余金


1株当たり配当額 9,537円


基準日 2025年3月31日


効力発生日 2025年6月17日


税効果会計に関する注記


 1．繰延税金資産の発生の主な原因は、退職給付引当金、契約負債であり、繰延税金負債の発生の主な原因は、前渡金であります。


　　なお、繰延税金資産においては、評価性引当額16,170百万円を控除しております。


 2．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理


　当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対


応報告第42号　2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開


示を行っております。


 3．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正


　「所得税法等の一部を改正する法律（令和7年法律第13号）」が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後


開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。


　これに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債につ


いては、法定実効税率を30.6％から31.5％に変更し計算しております。


　この税率変更により、当事業年度の繰延税金資産（繰延税金負債の金額を控除した金額）の金額は2,135百万円増加し、法人税


等調整額が2,149百万円減少しております。
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金融商品に関する注記


 1．金融商品の状況に関する事項


(1) 金融商品に対する取組方針


　資金運用については安全性に配意し、有利な運用に努めることとしております。運用にあたっては、原則、元本保証・確定利


回りの金融商品で行うとともに、取引先金融機関等の信用リスク管理を徹底することとしております。


　資金調達については安定的かつ最も低コストな資金調達手段の確保に努めるとともに、機動的・弾力的な資金調達を行うこと


としております。


(2) 金融商品の内容及びそのリスク、リスク管理体制


　営業債権である受取手形及び売掛金、未収入金は、顧客等の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、収納管


理に関する内規に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を把握する体制としており


ます。


　投資有価証券その他有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の


株式であり、適宜把握された時価が責任規程等に基づき報告されております。


　営業債務である買掛金、未払金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。


　借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、関係会社長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であり


ます。


　通常の事業活動の過程において、金融資産・負債を含むいくつかの金融商品を保有しております。一部の金融商品は外国為替


相場の変動リスクに晒されております。そのようなリスクを管理するために、リスク管理方針を制定し、先物為替予約等のデリ


バティブ取引を利用することとしております。なお、投機目的でデリバティブ取引を行うことはありません。


　また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、資金繰り計画を作成する等の方法により管理しております。


 2．金融商品の時価等に関する事項


　当事業年度末における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株


式等は、次表には含めておりません（（注2）参照）。また、現金は注記を省略しており、預金、受取手形及び売掛金、未収入金、


買掛金、短期借入金、未払金、未払法人税等、預り金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略


しております。


（単位　百万円）


貸借対照表計上額（※1） 時価（※1） 差額


 （1） 投資有価証券その他有価証券 2,448  2,448  －  


 （2） 関係会社長期借入金（※2） (680,000) (666,358) △13,642  


(※1) 負債に計上されているものについては（　）で示しております。


(※2) 1年以内に期限到来のものを含んでおります。


（注1）金融商品の時価の算定方法並びに市場価格のない株式等以外の有価証券に関する事項


(1) 投資有価証券その他有価証券


　これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっ


ております。


　また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項は以下のとおりであります。


① 当事業年度中の売却額は130百万円であり、売却益の合計額は96百万円であります。また、種類ごとの取得原価又は償却原価、


　貸借対照表計上額及びこれらの差額については、次のとおりであります。


（単位　百万円）


種類 取得原価又は償却原価 貸借対照表計上額 差額


株式 839  2,409  1,570  


債券 －  －  －  


その他 －  －  －  


小計 839  2,409  1,570  


株式 33  29  △4  


債券 10  10  －  


その他 －  －  －  


小計 43  39  △4  


合計 　 882  2,448  1,566  


② 当事業年度中において、減損処理を行ったものはありません。


項目


貸借対照表計上額が取得原価又は
償却原価を超えるもの


貸借対照表計上額が取得原価又は
償却原価を超えないもの


－
8－







(2) 関係会社長期借入金


　これらの時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で現在価値に割引いた価額によっておりま


す。


 （注2）市場価格のない株式等


（単位　百万円）


子会社株式


関連会社株式


非上場株式


その他


これらについては、「(1)投資有価証券その他有価証券」には含めておりません。


当事業年度中において、子会社株式について、202百万円減損処理を行っております。


賃貸等不動産に関する注記


 1．賃貸等不動産の状況に関する事項


 　西日本地域において、オフィスビル等（土地を含む）を有しております。


 2．賃貸等不動産の時価等に関する事項


（単位　百万円）


（注1）貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。


（注2）当事業年度末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額（指標等を用いて調整を行っ


　　　 たものを含む。）であります。


関連当事者との取引に関する注記


 1．親会社


（単位　百万円）


被所有 関係会社


直接100％ 長期借入金


1年以内に


期限到来の


関係会社


長期借入金


未払費用


取引条件及び取引条件の決定方針等


（注）資金の借入については、親会社の資金調達条件と同一としております。なお、担保は提供しておりません。


貸借対照表計上額 時価


区分 貸借対照表計上額


39,999  


2,458  


3,184  


180  


合計 45,821  


152,679  537,445  


種類 会社等の名称
議決権等の所有
（被所有）割合


関連当事者
との関係


取引の内容 取引金額 科目 期末残高


親会社 日本電信電話株式会社 持株会社 資金の借入(注) 230,000 530,000


150,000


利息の支払(注) 2,518 869
－
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 2．子会社


（単位　百万円）


所有


直接100％


預り金


(注2)


利息の支払(注2) 未払費用


所有


直接100％


預り金


利息の支払(注2) 未払費用


取引条件及び取引条件の決定方針等


（注1）業務委託については、市場価格を勘案した一般的取引条件をもとに決定しております。


（注2）子会社からのCMS（キャッシュ・マネジメント・システム）による資金の預りについては、市場金利を勘案して利率を決


 　　　定しております。なお、担保は提供しておりません。


（注3）契約期間が1年を超えない資金の預りについては、事業年度中の平均残高を記載しており、契約期間が1年を超える資金


　　 　の預りについては、取引発生総額を記載しております。


 3．兄弟会社


（単位　百万円）


未収入金


未払金


未収入金


短期借入金


利息の支払(注2) 未払費用


取引条件及び取引条件の決定方針等


（注1）債権の譲渡については、市場価格を勘案した一般的取引条件をもとに決定しております。


（注2）CMS（キャッシュ・マネジメント・システム）による資金の借入については、市場金利を勘案して利率を決定しておりま


　　 　す。なお、担保は提供しておりません。


（注3）取引金額には、事業年度中の平均残高を記載しております。


1株当たり情報に関する注記


1株当たり純資産額 247,297円92銭


1株当たり当期純利益 9,616円02銭


種類 会社等の名称
議決権等の所有
（被所有）割合


関連当事者
との関係


取引の内容 取引金額 科目 期末残高


子会社 株式会社NTT
フィールドテクノ


業務委託 業務委託(注1) 163,206 － －


CMSによる預り(注2) 59,822 65,216


(注3)


CMSによる長期預り 60,000 －


(注3)


－


152,989


43 －


－


24


35,298 30,792


(注3)


－


取引金額 科目 期末残高


子会社 NTTビジネス
ソリューションズ
株式会社


業務委託 業務委託(注1) －


種類 会社等の名称
議決権等の所有
（被所有）割合


関連当事者
との関係


取引の内容


CMSによる預り(注2)


親会社の
子会社


NTTファイナンス
株式会社


－ 業務委託 NTTグループ会社間取
引の資金決済


－


1,035


56,877


債権の譲渡(注1) 407,417 19,849


CMSによる資金の借入
(注2)


123,933 189,074


(注3)


446,791


400


－
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収益認識に関する注記


収益を理解するための基礎となる情報


　当社は、地域電気通信業務として音声伝送サービス（IP系除く）、IP系サービス等を、附帯業務・目的達成業務として主に受託


サービスを提供しております。


(1) 音声伝送サービス（IP系除く）


　加入電話、INSネット等の音声伝送サービスを顧客に提供しており、これらの提供に従い収益を認識しております。音声伝送


サービスは月次又は隔月で請求しております。


(2) IP系サービス


　フレッツ光、コラボ光等のIP系サービスを顧客に提供し、主な履行義務を下記のとおりに識別して収益を認識しております。


　IP系サービスの月額利用料等はサービスの提供に従い収益を認識しており、一般消費者向けの場合、月次又は隔月で請求し、


法人事業者向けの場合、契約に基づき請求しております。工事料・契約料に係る初期一括収入は繰延べ、最終顧客とのフレッツ


光及びコラボ光の見積平均契約期間にわたって収益として認識しております。


　コラボ光事業者に支払った新規販売奨励金は、前渡金として繰延べ、見積平均契約期間にわたって、収益から控除しておりま


す。


(3) 受託サービス


　システム開発等の受託サービスを顧客に提供しており、工事の進捗に従って顧客に成果が移転するため、工事期間にわたって


収益を認識しております。原価の発生が工事の進捗度に比例すると判断しているため、収益の認識にはインプット法（原価比例


法）を用いております。契約対価は通常、引渡時に請求しております。


　また、損失の発生が予測される場合の損失引当は、引渡時に見込まれる全ての収益及び費用の見積りに基づいて認識しており


ます。認識された損失は、契約の進捗に従って見直すことがあり、その原因となる事実が判明した事業年度において計上してお


ります。


－
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固 定 資 産 等 明 細 表 (1)


2024年4月 1日から
2025年3月31日まで


（単位　百万円）


減 価 償 却   累   計   額


又 は 償 却


累   計   額


機 械 設 備 2,368,559 79,792 56,913 2,391,438 2,063,357 56,757 328,081


空 中 線 設 備 27,957 441 198 28,200 18,108 306 10,093


端 末 設 備 139,813 415 761 139,467 134,823 1,106 4,644


市 内 線 路 設 備 5,184,608 81,644 29,049 5,237,203 4,110,500 59,872 1,126,703


市 外 線 路 設 備 60,000 157 125 60,033 58,167 93 1,865


土 木 設 備 2,925,872 13,149 1,742 2,937,279 2,496,621 23,612 440,658


海 底 線 設 備 37,992 91 － 38,083 34,515 215 3,569


建 物 1,392,296 22,956 18,738 1,396,514 1,089,589 20,405 306,925


構 築 物 94,360 2,536 1,063 95,833 77,921 1,019 17,912


機 械 及 び 装 置 8,364 112 111 8,365 7,090 134 1,275


車 両 及 び 船 舶 1,550 51 25 1,577 1,383 78 194


工 具 、 器 具 及 び 備 品 169,659 7,240 6,123 170,776 116,207 8,968 54,568


土 地 162,322 17 1,499 160,839 － － 160,839


リ ー ス 資 産 114,186 66,163 25,997 154,351 21,511 8,924 132,840


建 設 仮 勘 定 28,075 209,211 211,343 25,943 － － 25,943


計 12,715,613 483,976 353,688 12,845,901 10,229,793 181,488 2,616,109


施 設 利 用 権 128,338 497 10 128,825 113,950 551 14,876


ソ フ ト ウ ェ ア 355,989 18,664 11,679 362,974 310,053 15,412 52,921


借 地 権 2,380 － 12 2,368 － － 2,368


リ ー ス 資 産 476 49 1 525 185 87 340


そ の 他 の 無形 固定 資産 734 － － 734 666 37 67


計 487,917 19,210 11,702 495,426 424,854 16,086 70,572


21,770 8,715 6,674 23,811 15,770 8,366 8,041長 期 前 払 費 用


資   産   の   種   類
期 首
残 高 当 期


償 却 額


有
 
 
形
 
 
固
 
 
定
 
 
資
 
 
産


無
形
固
定
資
産


当 期
増 加 額


期 末
残 高


差 引
期 末 残 高


当 期
減 少 額


摘 要
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固 定 資 産 等 明 細 表 (2)


2024年4月 1日から
2025年3月31日まで


(注) 1. 高度無線環境整備推進事業に係る補助金等による市内線路設備等の圧縮額は、1,488百万円であります。


     2．増加、減少の主なものは、次のとおりであります。


     (1) 増加の主なもの (2) 減少の主なもの


機 械 設 備 デ ィ ジ タ ル 交 換 設 備 69,462 百万円 機 械 設 備 デ ィ ジ タ ル 交 換 設 備 34,441 百万円


市 内 線 路 設 備 通 信 ケ ー ブ ル 63,976 百万円 建 設 仮 勘 定 設備工事の完成により資産に取得


リ ー ス 資 産 建 物 33,989 百万円 0 精 算 し た た め で あ り ま す 。 0


0 機 械 設 備 29,472 百万円


建 設 仮 勘 定 電 気 通 信 線 路 設 備 工 事 123,857 百万円


0 電 気 通 信 機 械 設 備 工 事 49,273 百万円
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関 係 会 社 投 資 明 細 表


2024年4月 1日から
2025年3月31日まで


（単位　百万円）


銘                             柄 株 式 数 貸借対照表 株 式 数 貸借対照表 摘　　　　要


（株） 計 上 額 （株） 計 上 額


㈱ 株式 4,000 25,006 － － 4,000 31,255 25,006 子会社


㈱ 株式 56,500 4,593 － － 56,500 4,593 4,593 子会社


㈱ 株式 4,001 4,004 － － 4,001 4,004 4,004 子会社


㈱ 株式 601 2,333 － － 601 5,194 2,333 子会社


株式 － － 100,000,000 1,691 100,000,000 1,691 1,691 関連会社


㈱ 株式 55,828 864 － － 55,828 1,670 864 子会社


㈱ 株式 16,000 800 － － 16,000 800 800 子会社


㈱ 株式 53,600 659 － － 53,600 2,680 659 子会社


㈱ 株式 7,506 525 － － 7,506 525 525 関連会社


㈱ 株式 1,000 416 － － 1,000 416 416 子会社


㈱ 株式 12,220 611 －
※


△202
12,220 611 409 子会社


㈱ 株式 8,000 400 － － 8,000 400 400 子会社


㈱ 株式 48,602 391 － － 48,602 6,907 391 子会社


㈱ 株式 2,700 135 － － 2,700 135 135 関連会社


㈱ 株式 1,960 98 － － 1,960 98 98 関連会社


㈱ 株式 1 80 － － 1 80 80 子会社


㈱ 株式 408 44 － － 408 44 44 子会社


㈱ 株式 180 9 － － 180 9 9 関連会社


期 末 残 高


取 得
価 額


期 首 残 高


株 式 数
金 額


（株）


当 期 増 減 額


テ ル ウ ェ ル 西 日 本


Ｎ Ｔ Ｔ Ｅ Ｄ Ｘ


エ ヌ ・ テ ィ ・ テ ィ ・ メ デ ィ ア サ プ ラ イ


エ ヌ ・ テ ィ ・ テ ィ テ レ コ ン


Ａ ｃ ｔ ｉ ｂ ａ ｓ ｅ ふ く い


Ｎ ａ ｖ ｙ ａ Ｍ ｏ ｂ ｉ ｌ ｉ ｔ ｙ Ｓ Ａ Ｓ


株


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
式


エ ヌ ・ テ ィ ・ テ ィ ・ ソ ル マ ー レ


ジ ャ パ ン ・ イ ン フ ラ ・ ウ ェ イ マ ー ク


エ ヌ ・ テ ィ ・ テ ィ ・ ス マ ー ト コ ネ ク ト


地 域 創 生 Ｃ ｏ デ ザ イ ン 研 究 所


ウ エ ル ク リ エ イ ト


エ ヌ ・ テ ィ ・ テ ィ ・ ビ ジ ネ ス ア ソ シ エ 西 日 本


Ｎ Ｔ Ｔ マ ー ケ テ ィ ン グ ア ク ト Ｐ ｒ ｏ Ｃ Ｘ


Ｎ Ｔ Ｔ フ ィ ー ル ド テ ク ノ


Ｎ Ｔ Ｔ ビ ジ ネ ス ソ リ ュ ー シ ョ ン ズ


Ｎ Ｔ Ｔ 西 日 本 ル セ ン ト


Ｎ Ｔ Ｔ 西 日 本 ア セ ッ ト ・ プ ラ ン ニ ン グ


Ｎ Ｔ Ｔ ス マ イ ル エ ナ ジ ー
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関 係 会 社 投 資 明 細 表


2024年4月 1日から
2025年3月31日まで


（単位　百万円）


銘                             柄 株 式 数 貸借対照表 株 式 数 貸借対照表 摘　　　　要


（株） 計 上 額 （株） 計 上 額


㈱ 株式 5,672 0 － － 5,672 2 0 関連会社


㈱ 株式 4,700 0 － － 4,700 235 0 子会社


㈱ 株式 10,098 0 － － 10,098 505 0 子会社


293,577 40,968 100,000,000 1,489 100,293,577 61,854 42,457


(注)　当期増減額欄の※は評価減の金額を含んでおります。


　
　
株


式


当 期 増 減 額期 首 残 高 期 末 残 高


株 式 数
金 額


取 得
価 額（株）


Ｎ Ｔ Ｔ Ｓ ｐ ｏ ｒ ｔ ｉ ｃ ｔ


Ｎ Ｔ Ｔ Ｐ Ａ Ｒ Ａ Ｖ Ｉ Ｔ Ａ


計


エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム


様式第6


事業者名 ＮＴＴ西日本株式会社


－15－







借 入 金 等 明 細 表


2024年4月 1日から
2025年3月31日まで


（単位　百万円）


期 首 残 高 当 期 増 加 額 当 期 減 少 額 摘 要


返済期限　2026年 6月18日


( 150,000 ) ～2031年 9月18日


( 150,000 )


期 首 残 高 摘 要


61,094


17,295


225,000


303,389


摘 要


返済期限　2026年 4月30日


～2054年11月30日


摘 要


　　　3．長期借入金及びリース債務の期末残高のうち貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額


（単位　百万円）


2026年4月 1日から 2027年4月 1日から 2028年4月 1日から
2027年3月31日まで 2028年3月31日まで 2029年3月31日まで


250,000 － －


13,906 13,947 13,842


680,000


680,000


リ ー ス 債 務 12,569


区　　　　　　　　　　　　分
2029年4月 1日から
2030年3月31日まで


長 期 借 入 金 220,000


（注）1．長期借入金の期末残高欄中（　）書は貸借対照表勘定科目の「関係会社長期借入金」から「1年以内に期限到来の関係会社長期借入金」に振替えたもの（内書）であります。


　　　2．長期借入金（1年以内に期限到来のものを除く。）、1年以内に期限到来の関係会社長期借入金、短期借入金（1年以内に期限到来の関係会社長期借入金を除く）の加重平均利率は、
　　　　 それぞれ0.54%、0.22%、0.53%であります。
         リース債務（1年以内に期限到来のものを除く。）、1年以内に期限到来のリース債務の加重平均利率は、それぞれ2.34%、1.91%であります。


675,000 230,000 225,000


52,981


189,074


17,295


150,000


当 期 増 減 額


△ 0


△ 75,000


期 末 残 高


期 末 残 高


127,981


356,369


130,947


期 末 残 高


130,947


230,000 225,000


9,915 13,757


日 本 電 信 電 話 ㈱


期 首 残 高


100,989


100,989


675,000
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。
）


計


Ｎ Ｔ Ｔ フ ァ イ ナ ン ス ㈱


Ｎ Ｔ Ｔ ・ Ｔ Ｃ リ ー ス ㈱


1 年 以 内 に 期 限 到 来 の 関 係 会 社 長 期 借 入 金


計
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引    当    金    明    細    表


2024年4月 1日から
2025年3月31日まで


（単位　百万円）


当　　期　　減　　少　　額


目 的 使 用 そ の 他


貸 倒 引 当 金 490 362 34 456 362
　当期減少額の「その他」欄の金額は、洗替による戻
入額であります。


退 職 給 付 引 当 金 256,440 5,726 34,011 － 228,156


関 係会社 事業損 失引 当金 663 896 － － 1,559


災 害 損 失 引 当 金 2,100 2,480 1,525 － 3,055


シ ステム 解約損 失引 当金 － 2,663 － － 2,663


環 境 対 策 引 当 金 100 － 0 － 100


科 目 摘 要当 期 増 加 額 期 末 残 高期 首 残 高
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電気通信事業営業費用明細表


2024年4月 1日から
2025年3月31日まで


(単位　百万円)


金 額 摘 要


6,865


717,184


590


9,089


24,119


85


42,843


9,620


700


4,454


1,585


241


333


530,049


93,476


3,397


△80


小 計 727,367


192,595


33,082


25,789


61,377


合 計 1,040,210


厚 生 費


通 信 運 搬 費


雑 費


租 税 公 課


業 務 委 託 費


通 信 設 備 使 用 料


減 価 償 却 費


固 定 資 産 除 却 費


貸 倒 損 失


区 分


広 告 宣 伝 費


作 業 委 託 費


材 料 ・ 部 品 費


消 耗 品 費


借 料 ・ 損 料


人 件 費


保 険 料


光 熱 水 道 料


経 費


交 際 費


修 繕 費


旅 費 交 通 費


様式第12
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電気通信事業営業費用明細表（部門別再掲）


2024年4月 1日から
2025年3月31日まで


(単位　百万円)


営 業 費 運 用 費 施 設 保 全 費 共 通 費 管 理 費 試 験 研 究 費 計 摘 要


1,851 － 840 1,106 2,930 139 6,865


－ － － － 303 － 303


1,739 － 805 1,346 4,803 132 8,825


565 － 278 422 1,394 37 2,696


30 － △8 312 790 3 1,127


569 － 277 △238 1,177 39 1,824


△1,052 － △513 △735 △5,537 △72 △7,910


238,412 1,666 342,520 32,973 66,187 35,426 717,184


0 － 590 － 0 － 590


194 517 7,288 223 860 7 9,089


457 13 16,333 6,437 892 △14 24,119


1 － 4 6 74 0 85


8 － 36,972 5,152 711 － 42,843


10 － 7,309 136 2,166 － 9,620


252 － 16 71 350 10 700


1,457 100 872 115 1,897 12 4,454


1,574 1 － 10 － － 1,585


56 － 0 128 57 － 241


－ － 0 △51 384 － 333


197,693 1,033 260,595 20,125 50,235 368 530,049


36,710 1 12,541 621 8,561 35,042 93,476


117 3,219 61 － － － 3,397


△80 － － － － － △80


小 計 240,299 4,885 343,422 34,079 69,117 35,565 727,367


192,595


33,082


25,789


61,377


合 計 1,040,210


（注） 1．退職給付引当金として期中に支出した額は、33,352百万円であります。
2．当期において支出した人件費のうち、建設仮勘定に整理した額は、151百万円であります。


区 分


広 告 宣 伝 費


作 業 委 託 費


材 料 ・ 部 品 費


消 耗 品 費


借 料 ・ 損 料


保 険 料


光 熱 水 道 料


役 員 報 酬


従 業 員 給 与


雑 給


通 信 運 搬 費


法 定 福 利 費


退 職 給 付 金


修 繕 費


旅 費 交 通 費


通 信 設 備 使 用 料


租 税 公 課


人 件 費


経 費


業 務 委 託 費


貸 倒 損 失


交 際 費


厚 生 費


減 価 償 却 費


従 業 員 賞 与


固 定 資 産 除 却 費


雑 費
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 そ の 他 重 要 事 項 明 細 表 


2024年4月 1日 から


2025年3月31日 まで


（単位 百万円）


摘          要


氏 名 摘          要


桂 一 詞 代表取締役社長


取締役 （2024年6月14日退任）


木 股 昌 俊 特別顧問


副会長


会長 （2024年6月6日退任）


新 貝 康 司 取締役


取締役


取締役 （2025年3月28日退任）


理事 （2024年7月退任）


取締役 （2024年6月26日退任）


代表取締役


代表取締役 （2025年2月14日就任）


山 本 恭 子 執行役員


横 山 桂 子 監査役


佐 藤 裁 也 監査役


篠 原 宏 年 監査役


飯 島 奈 絵 取締役 （2024年6月25日退任）


監査役


取締役


取締役 （2024年7月2日就任）


㈱ エ ク サ ウ ィ ザ ー ズ


㈱ ク ボ タ


イ グ ア ル フ ァ ン ㈱


一 般 社 団 法 人 日 本 農 業 機 械 工 業 会


公 益 社 団 法 人 関 西 経 済 連 合 会


日 本 電 信 電 話 ㈱


㈱ＮＴＴマーケティングアクトＰｒｏＣＸ


㈱ 大 阪 チ タ ニ ウ ム テ ク ノ ロ ジ ー ズ


㈱ Ｎ Ｔ Ｔ フ ィ ー ル ド テ ク ノ


Ｎ Ｔ Ｔ ビ ジ ネ ス ソ リ ュ ー シ ョ ン ズ ㈱


取締役


監査役


取締役、監査役
又は執行役の重
要な兼職の状況


㈱ オ ー プ ン エ イ ト


区          分


取 締 役


区         分 兼 務 会 社 名 及 び 役 職 名


金          額


343


監 査 役 112取締役、会計参与、監査役又は執行役に支払った報酬額


455計


左記には、以下の報酬額を含んでおります。
・社外役員に対する報酬額40百万円


㈱ Ｎ Ｔ Ｔ フ ィ ー ル ド テ ク ノ


日 本 生 命 保 険 相 互 会 社


㈱ 関 西 み ら い 銀 行


㈱ Ｎ Ｔ Ｔ フ ァ シ リ テ ィ ー ズ


第 一 生 命 ホ ー ル デ ィ ン グ ス ㈱


一 般 社 団 法 人 ユ ー ダ イ モ ニ ア 研 究 所


オ リ ン パ ス ㈱


㈱ 新 貝 経 営 研 究 所


大 倉 工 業 ㈱


様式第18


事業者名 ＮＴＴ西日本株式会社


－20－








様式第38の2の3　（第40条の4の5第1項第2号、第40条の5の2第1項第2号関係）


事業者名　NTT東日本株式会社


（単位　円）
第1表　第14条の3第1項第1号、第2号及び第3号に掲げるもの


うち設備管理部門費用 うち設備利用部門費用


１　第14条の3第1項第1号に掲げるもの 516,808,929,572 359,918,392,072 239,514,402,664 120,403,989,408 156,890,537,500 -


２　第14条の3第1項第2号に掲げるもの - - - - - -


３　第14条の3第1項第3号に掲げるもの - - - - - -


合　　　　計 516,808,929,572 359,918,392,072 239,514,402,664 120,403,989,408 156,890,537,500 -


注1　設備管理部門とは、第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備及びその管理運営（開発、計画、設置、運用、保守、撤去及びその他の活動並びにこれらに付随する活動をいう。この様式において同じ。）に
       必要な資産及び費用並びに当該電気通信設備との接続及び当該電気通信設備の提供に関連する収益を整理するために設定される会計単位をいう。
   2　設備利用部門とは、第二号基礎的電気通信役務の販売その他の電気通信事業に属する活動（第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備及びその管理運営を除く。）に
       必要な資産及び費用並びに当該活動に関連する収益を整理するために設定される会計単位をいう。
   3　第二号基礎的電気通信役務と第二号基礎的電気通信役務以外の電気通信役務とに関連する費用については、第40条の5の3第2項各号の表に掲げる基準によるほか、適正な基準によりそれぞれの役務に配賦しなければならない。
       当該基準によつて配賦することが著しく困難なときは、その全部を主たる関連を有する役務に整理することができる。
   4　２以上の細目の電気通信役務に関連する費用については、第40条の5の3第2項各号の表に掲げる基準によるほか、適正な基準によりそれぞれの役務に配賦しなければならない。
       当該基準によつて配賦することが著しく困難なときは、その全部を主たる関連を有する役務に整理することができる。


第2表　第二種適格電気通信事業者の全ての担当支援区域における第二号基礎的電気通信役務の提供に要すると見込まれる費用の額等


１　第14条の3第1項第1号に掲げるもの 21,582,207,100 12,206,106,912 9,376,100,188


２　第14条の3第1項第2号に掲げるもの - - -


３　第14条の3第1項第3号に掲げるもの - - -


合　　　　計 21,582,207,100 12,206,106,912 9,376,100,188


注1　電気通信事業者が法第110条の３第１項の規定による指定を受けようとする場合には、この表は不要とする。
   2　(1)の欄は、第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則（令和7年総務省令第16号）第5条第1項第2号ロに掲げる特別支援区域を同号イに掲げる特別支援区域とみなし、
       同令第9条第3項括弧書の規定を適用しないで同令第6条の規定に基づき算定した同条に掲げる原価の合計額を記載すること。
   3　(2)の欄は、第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第5条第1項第2号ロに掲げる特別支援区域を同号イに掲げる特別支援区域とみなし、
       同令第9条第3項括弧書の規定を適用しないで同令第6条の規定に基づき算定した、第40条の8の4第2号の規定に基づき総務大臣が告示する額に12を乗じた値に同令第6条各号に掲げる値を乗じて得た額を記載すること。


第二号基礎的電気通信役務収支表に関する注記
（注）1．第二号基礎的電気通信役務収支表の作成基準
　　　　  本第二号基礎的電気通信役務収支表は、電気通信事業会計規則（昭和60年郵政省令第26号）、及び第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則（令和7年 総務省令第 16号）に基づき、
　　　　  電気通信事業法施行規則（昭和60年郵政省令第25号）第40条の5の2の定めにより総務大臣に提出するために作成しております。
　  　2．電気通信役務に関連する収益及び費用の配賦基準
           電気通信役務に関連する収益及び費用の配賦基準については、電気通信事業会計規則（昭和60年郵政省令第26号）、及び電気通信事業法施行規則（昭和60年郵政省令第25号）第40条の5の2第1項第4号の定めにより総務大臣に
           提出する基準に準拠して、それぞれの役務に配賦しております。


役務の細目


⑴　全ての担当支援区域に
おける第二号基礎的電気通
信役務の提供に要すると見


込まれる費用の額


⑶  ⑴から⑵を減じた額


⑵　全ての担当支援区域に
おける第二号基礎的電気通
信役務の提供により生ずると


見込まれる収益の額


第二号基礎的電気通信役務収支表


２０２４年４月　１日から
２０２５年３月３１日まで


役務の細目 営業収益


営業費用


営業利益 摘要








様式第38の２の３　（第40条の４の５第１項第２号、第40条の５の２第１項第２号関係）


事業者名　ＮＴＴ西日本株式会社


（単位　円）
第1表　第14条の３第１項第１号、第２号及び第３号に掲げるもの


うち設備管理部門費用 うち設備利用部門費用


１　第14条の３第１項第１号に掲げるもの 383,796,765,478 309,069,422,031 197,306,301,607 111,763,120,424 74,727,343,447 -


２　第14条の３第１項第２号に掲げるもの - - - - - -


３　第14条の３第１項第３号に掲げるもの - - - - - -


合　　　　計 383,796,765,478 309,069,422,031 197,306,301,607 111,763,120,424 74,727,343,447 -


注1　設備管理部門とは、第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備及びその管理運営（開発、計画、設置、運用、保守、撤去及びその他の活動並びにこれらに付随する活動をいう。この様式において同じ。）に
       必要な資産及び費用並びに当該電気通信設備との接続及び当該電気通信設備の提供に関連する収益を整理するために設定される会計単位をいう。
   2　設備利用部門とは、第二号基礎的電気通信役務の販売その他の電気通信事業に属する活動（第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備及びその管理運営を除く。）に
       必要な資産及び費用並びに当該活動に関連する収益を整理するために設定される会計単位をいう。
   3　第二号基礎的電気通信役務と第二号基礎的電気通信役務以外の電気通信役務とに関連する費用については、第40条の5の3第2項各号の表に掲げる基準によるほか、適正な基準によりそれぞれの役務に配賦しなければならない。
       当該基準によつて配賦することが著しく困難なときは、その全部を主たる関連を有する役務に整理することができる。
   4　２以上の細目の電気通信役務に関連する費用については、第40条の5の3第2項各号の表に掲げる基準によるほか、適正な基準によりそれぞれの役務に配賦しなければならない。
       当該基準によつて配賦することが著しく困難なときは、その全部を主たる関連を有する役務に整理することができる。


第2表　第二種適格電気通信事業者の全ての担当支援区域における第二号基礎的電気通信役務の提供に要すると見込まれる費用の額等


１　第14条の3第1項第1号に掲げるもの 13,601,326,493 6,959,371,488 6,641,955,005


２　第14条の3第1項第2号に掲げるもの - - -


３　第14条の3第1項第3号に掲げるもの - - -


合　　　　計 13,601,326,493 6,959,371,488 6,641,955,005


注1　電気通信事業者が法第110条の３第１項の規定による指定を受けようとする場合には、この表は不要とする。
   2　(1)の欄は、第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則（令和7年総務省令第16号）第5条第1項第2号ロに掲げる特別支援区域を同号イに掲げる特別支援区域とみなし、
       同令第9条第3項括弧書の規定を適用しないで同令第6条の規定に基づき算定した同条に掲げる原価の合計額を記載すること。
   3　(2)の欄は、第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第5条第1項第2号ロに掲げる特別支援区域を同号イに掲げる特別支援区域とみなし、
       同令第9条第3項括弧書の規定を適用しないで同令第6条の規定に基づき算定した、第40条の8の4第2号の規定に基づき総務大臣が告示する額に12を乗じた値に同令第6条各号に掲げる値を乗じて得た額を記載すること。


第二号基礎的電気通信役務収支表に関する注記
（注）1．第二号基礎的電気通信役務収支表の作成基準
　　　　  本第二号基礎的電気通信役務収支表は、電気通信事業会計規則（昭和60年郵政省令第26号）、及び第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則（令和7年 総務省令第 16号）に基づき、
　　　　  電気通信事業法施行規則（昭和60年郵政省令第25号）第40条の5の2の定めにより総務大臣に提出するために作成しております。
　  　2．電気通信役務に関連する収益及び費用の配賦基準
           電気通信役務に関連する収益及び費用の配賦基準については、電気通信事業会計規則（昭和60年郵政省令第26号）、及び電気通信事業法施行規則（昭和60年郵政省令第25号）第40条の5の2第1項第4号の定めにより総務大臣に
           提出する基準に準拠して、それぞれの役務に配賦しております。


役務の細目


⑴　全ての担当支援区域にお
ける第二号基礎的電気通信
役務の提供に要すると見込ま


れる費用の額


⑵　全ての担当支援区域にお
ける第二号基礎的電気通信
役務の提供により生ずると見


込まれる収益の額


⑶  ⑴から⑵を減じた額


第二号基礎的電気通信役務収支表


２０２４年４月　１日から
２０２５年３月３１日まで


役務の細目 営業収益


営業費用


営業利益 摘要







